
決算特別委員会会議記録 

 

決算特別委員長  森 誠一    

 

１ 日 時 

   令和７年１０月１日（水）  午前１０時００分から 

                 午後 ３時１２分まで 

 

２ 場 所 

   本会議場 

 

３ 出席した委員の氏名 

   森誠一、阿部長夫、志村学、桝田貢、穴見憲昭、岡野涼子、首藤健二郎、今吉次郎、 
木付親次、三浦正臣、麻生栄作、阿部英仁、御手洗朋宏、福崎智幸、吉村尚久、 
若山雅敏、木田昇、澤田友広、戸高賢史、猿渡久子、佐藤之則 

 

４ 欠席した委員の氏名 

な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   中野哲朗、宮成公一郎、古手川正治、高橋肇、守永信幸、堤栄三 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   総務部長 若林拓、商工観光労働部長 小田切未来、議会事務局長 小石昭人 

 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

第９２号議案令和６年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について、第９３号議案

令和６年度大分県公債管理特別会計歳入歳出決算の認定について、第９６号議案令和６

年度大分県中小企業設備導入資金特別会計歳入歳出決算の認定について及び第９７号議

案令和６年度大分県流通業務団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査を

行った｡ 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

 

 



１０ 担当書記 

議事課委員会班 主査     坂口泰弘 

   議事課委員会班 主幹（総括） 姫野剛 

  



決算特別委員会次第  

 
日時：令和７年１０月１日（水）１０：００～ 

場所：本会議場 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 部局別決算審査 

  （１）総務部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

  （２）商工観光労働部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

（３）議会事務局 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

阿部（長）副委員長 ただいまから決算特別委

員会を開きます。 

 まず、審査に入るに先立ち、９月３０日午後

の会計管理者の決算説明において麻生委員から

要求された資料についてＳｉｄｅＢооｋｓ（

サイドブックス）に格納したので報告します。 

 この際、付託された議案を一括議題とし、こ

れより審査に入ります。 

 本日は総務部、商工観光労働部及び議会事務

局の部局別審査を行います。 

これより総務部関係の審査に入ります。 

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔、明瞭にお願いします。 

それでは総務部長及び関係課室所長の説明を

求めます。 

若林総務部長 それでは私から総務部関係の説

明をします。資料番号１０、令和６年度一般会

計及び特別会計決算事業別説明書により説明し

ます。 

 タブレットの７ページを御覧ください。 

 令和６年度一般会計及び特別会計歳出決算の

うち、総務部関係について説明します。 

 一般会計の歳出決算額は、表の一番下の歳出

合計欄の左から２列目支出済額にあるように１，

９６４億３，７８１万２，２３８円となってい

ます。 

 次のページを御覧ください。 

 公債管理特別会計の歳出決算額は、歳出合計

欄の左から２列目支出済額にあるように１，２

３３億５，３２６万３，９３９円となっていま

す。 

 決算内容の詳細については、後ほど担当所属

長から説明します。 

 次に、資料番号１３、令和６年度決算特別委

員会審査報告書に対する措置状況報告書につい

て説明します。 

 タブレットの３ページを御覧ください。 

 まず、財政運営の健全化についてです。財政

運営にあたっては、県政諸課題に着実に対応で

きるよう、中長期的な視点に立ち、持続可能な

財政基盤を構築することを基本に進めています。 

 これをより確実なものとするため、令和６年

９月に策定した大分県行財政改革推進計画２０

２４では、財政調整用基金残高３３０億円の確

保と、臨時財政対策債等を除いた実質的な県債

残高の６，５００億円以下の水準維持を目標と

し、健全財政の堅持に取り組んでいるところで

す。 

 令和６年度は、県税収入の増加に加え、物価

高騰対策等に国の重点支援交付金を有効活用し

たことなどにより、年度末の財政調整用基金残

高は３３１億円を確保し、目標を３年連続で達

成することができました。県債残高についても、

臨時財政対策債の新規発行が減少したことに加

え、交付税措置のない県債の発行抑制等に取り

組んだ結果、総額は１兆５１７億円と減少し、

臨時財政対策債等を除く実質的な残高は６，１

５３億円と、目標の６，５００億円以下の水準

を維持できています。 

 他方、今後は社会保障関係費や公債費の増嵩、

県有建築物等の老朽化に加え、官民を通じた賃

上げによる人件費や外部委託費等の増加など、

さらなる財政需要の増加が見込まれます。 

 このため、デジタルや先端技術の力を活用し、

県民サービスを維持、向上させながら業務の効

率化を進めるとともに、県有施設整備等基金や

有利な県債を活用したインフラ長寿命化、予防

保全、また事務事業におけるスクラップ・アン

ド・ビルドの徹底などに取り組みます。 

 引き続き、行財政改革推進計画２０２４に基

づく取組を着実に実行することで、持続可能な

財政基盤の確保に努めます。 

 次のページを御覧ください。 

 収入未済額の縮減等についてです。県税の収

入未済額については、より一層の徴収強化に努

めたことにより、前年度に比べ６，３５６万４

千円減少しました。 

 収入未済額の大半を占める個人県民税につい
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ては、県徴収職員の派遣を通じ、滞納整理にお

ける進行管理の強化や徴収技術の向上などに、

市町村と連携して取り組みました。 

 また、課税件数の多い自動車税種別割につい

ては、コールセンターによる納付催告や、滞納

整理の早期着手に取り組むとともに、厳正な滞

納処分を実施し、収入未済額の圧縮に努めまし

た。 

 今後も、研修会を通じた人材育成を図るとと

もに、県徴収職員の市町村への派遣やキャッシ

ュレス決済の推進などにより、さらなる収入未

済額の圧縮に取り組んでいきます。 

 なお、令和６年度一般会計及び特別会計の税

外未収金は、前年度に比べ１，４６８万８千円

減少しています。 

 税外未収金の縮減に向けては、債権管理マニ

ュアルに基づく取組の徹底や実務研修の実施な

ど、債権管理担当職員の資質向上を図っていま

す。 

 引き続き、債権回収業務の外部委託を活用す

るとともに、債務者の行方不明等により回収不

能が明らかになった事案においては、権利放棄

の手続による不納欠損処理など、取り得る手法

の検討を行いながら、適正な債権管理を徹底し、

税外未収金の縮減に取り組みます。 

 次に、タブレットの１３ページを御覧くださ

い。 

 個別事項のうち①メンタルヘルス対策につい

てです。メンタルヘルス対策については、予防

と早期発見に重点を置き、現在、セルフケア、

ラインケア、産業保健スタッフ等による三つの

ケアを基本に取組を進めているところです。 

 休職の要因は、従来から多く見られる業務内

容や職場の人間関係のほか、家族や友人との関

係、本人の性格、ストレス耐性などプライベー

トな要因が影響しているケースも増えており、

様々な要因が絡み合っているのが現状です。 

 そのため、セルフケア力の向上に向けて、ス

トレスチェックの年２回の実施に加え、世代の

傾向に合わせたストレス対処法を身に付けるた

めの各種セミナーや、自身の考え方の傾向を知

りストレスをコントロールする方法の習得を目

的とした集団カウンセリングを開催するほか、

統括推進員や班総括を対象としたメンタルヘル

スマネージャー研修等によりラインケアの強化

を図っています。また、令和６年度からはアバ

ターを活用したオンライン相談を試行し、相談

しやすい環境づくりにも取り組んでいます。 

 休職者の職場復帰支援では、令和５年度に職

場復帰支援の手引きを作成し、休職者、職場、

主治医と連携しながら、まずは療養に専念し、

復帰に向けて丁寧に準備を進め、試し出勤の中

断や再休職に至らないような仕組みづくりを行

っています。 

 また、採用方法の工夫等による職員の人員確

保に努めるとともに、今年６月に大分県働き方

改革基本方針を見直して、環境整備や負担軽減

に向けた具体策を盛り込むなど、職場環境の改

善に取り組んでいます。 

 引き続き、メンタル不調の要因把握に努める

とともに、働く環境や時代の変化も踏まえなが

ら効果的な対処方法を講じていきます。 

 次に、資料番号１１－２、大分県長期総合計

画の実施状況について説明します。 

 タブレットの３０７ページを御覧ください。 

 １１番の行政ＤＸ推進事業です。 

 この事業は、県民の行政サービスの利便性向

上や県内自治体の業務効率化を推進するため、

市町村が行うデジタル化への支援やデジタル化

を推進する職員の育成を図るものです。 

 主な事業内容ですが、①にあるとおり、デジ

タル人材の育成を図るため、市町村と共同調達

の上、オンライン動画を活用した職員研修を実

施しました。 

 また、②、③にあるとおり、市町村の行政Ｄ

Ｘを推進するため、基幹業務システムの標準化

支援や行政手続の電子化等を推進するための外

部からのデジタル人材確保への支援などを行い

ました。 

 成果指標は、市町村で行政手続を電子化した

事務数の計で、７２事務の目標に対し、実績は

２８２事務でした。 

 事業の成果ですが、市町村における行政手続

電子化の推進に加え、本事業で育成したＤＸ推
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進リーダー等を通じて、８５件の業務改善を図

ったところです。 

 今後の方針のとおり、引き続き、市町村の行

政ＤＸに関する取組支援や人材育成を通じ、県

民が広くデジタルの恩恵を受けられる社会の構

築と市町村の業務効率化を推進します。 

 タブレットの３４３ページを御覧ください。 

 ６番の私学振興費です。この事業は、私立学

校の教育条件の向上と経営の健全性確保等を図

るため、県内の私立高等学校１５校、中学校４

校、小学校１校を設置する学校法人等に対し運

営費等を助成するものです。 

 主な事業内容としては、学校の経常的経費に

加え、進学・就職支援強化、文化・スポーツ振

興等の取組への助成、スクールカウンセラーや

ＩＣＴ支援員の配置に要する経費等に対して支

援を行いました。 

 成果指標は、私立小・中・高等学校に通う児

童・生徒数で、１万３６１人の目標に対し、実

績は９，８３４人でした。 

 事業の成果のとおり、運営費補助等により、

公教育の一翼を担う私立学校の教育条件の向上

を図るとともに、経営の健全性を図ることがで

きました。 

 今後の方針ですが、少子化の進行に伴い、生

徒数が減少する中、引き続き、運営費に対する

補助等を通じて、魅力ある私立学校づくりへの

支援に努め、県外生を含めた児童・生徒の増加

につなげていきます。 

 次に、タブレットの３５８ページを御覧くだ

さい。 

 １番の県有財産総合経営推進事業です。この

事業は、未利用財産の売却や貸付けなど利活用

に取り組むことで歳入の確保を図り、安心・元

気・未来創造ビジョン２０２４の推進を支える

持続可能な財政基盤の構築を図るものです。 

 主な事業内容としては、①別府総合庁舎建替

工事を行いました。また、②県有財産の利活用

推進のため、売却に向けた測量などの条件整備

を実施するとともに、大分総合庁舎（仮称）に

係るＰＦＩ導入可能性調査を実施しています。 

 成果指標は、県有財産の売却等による収入額

で、２億１，８００万円の目標に対し、実績は

２億４，４００万円でした。 

 事業の成果ですが、別府総合庁舎の建替工事

に着手し、本年９月から新庁舎での業務を開始

しています。 

 また、未利用財産の売却に向けた条件整備を

進めるとともに、貸付による歳入確保も継続し

ており、目標額を達成することができました。 

 なお、県有財産売却等推進計画を改定し、売

却に関しては一般競争入札を原則としつつも、

地域振興の観点から、提案型の入札方式も可能

となるよう計画に盛り込んだところです。 

 今後の方針ですが、別府総合庁舎の外構や解

体工事の進捗を図るとともに、大分総合庁舎新

設に向けて基本計画の策定などを進めます。 

 未利用財産については、売却困難物件が増え

ていることから、多様な広報や売却までの間の

貸付に取り組みつつ、地域振興の観点も考慮し

ながら利活用を推進します。 

 ２番の政策県庁を担う人材確保・育成推進事

業です。この事業は、長期総合計画や地方創生

の実現に向けた人材を育成するための職員研修

の充実やインターンシップの受入れなど、将来

の大分県庁を支える優秀な人材の確保に取り組

むものです。 

 主な事業内容は①にあるとおり、地域課題に

応じた政策を県職員と市町村職員が協働で研究

する地域政策スクールを実施したほか、②にあ

るように、人材確保対策として、県庁で働く魅

力をより深く感じてもらうため、技術職を希望

する学生を会計年度任用職員として雇用する有

給インターンシップに取り組みました。 

 成果指標は、有給インターンシップ参加者の

採用試験受験割合で、７０％の目標に対し、実

績は８０％です。 

 事業の成果ですが、成果指標のとおり、有給

インターンシップで受け入れた学生を採用試験

の受験につなげることができました。 

 今後の方針のとおり、今後も政策県庁を担う

職員の人材育成や、優秀な人材の確保に向けた

取組に引き続き力を入れます。 

 次に、資料番号１６、令和６年度行政監査・
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包括外部監査の結果の概要について説明します。 

 タブレットの３ページを御覧ください。 

 まず、行政監査の結果についてです。令和６

年度は人材育成をテーマとし、３に記載の着眼

点から監査を実施していただきました。 

 ５の監査の結果について、改善事項はありま

せんでしたが、検討事項として７項目の指摘を

受けました。 

 これらの行政監査の監査結果のうち、総務部

に関する主なものを御説明します。 

 次のページを御覧ください。 

 資料中段の検討事項１について、各部局人材

育成計画について、目標指標の設定と外部有識

者等の意見を取り入れた実績評価を行うよう、

人材育成方針に盛り込むことを検討されたいと

の御指摘を受けました。 

 御指摘を受けて、令和７年３月に新たに策定

した大分県人材育成・確保基本方針の中で人材

育成の取組として、外部有識者等の意見を聞き

ながら、新たな目標値の設定も含め、検証、見

直しに取り組むこととしています。 

 今後は、外部有識者等の意見を踏まえ、関係

部局と目標数値の設定も含めて人材育成の在り

方を協議し、来年度の部局別人材育成計画等へ

反映する予定としています。 

 次に、包括外部監査の結果について、説明し

ます。 

 タブレットの６ページを御覧ください。 

 包括外部監査については、１に記載のとおり、

監査機能の専門性を強化するため、公認会計士

等の外部の専門家が監査を実施するものです。 

 令和６年度は３にあるとおり、環境関連施策

についてを監査テーマとして、４に記載の着眼

点から監査を実施していただきました。 

 次に、５の主な監査の結果ですが、１２７件

の個別の指摘事項を受けました。指摘事項につ

いては、担当部局において対応を検討している

ところです。 

 最後に６のまとめとして、（１）効果的な事

業執行には、部局横断的な事業は連携を密に行

い、重複等がないように留意すべきこと、（２）

適切な目標指標の設定と効果の可視化には、前

年踏襲や過去の実績並みの目標値は避けるべき

こと、（３）構造的な課題を踏まえた事業の見

直しには、関連団体の高齢化、担い手不足、若

い世代の取り込み等への対応を急ぐべきといっ

た御意見をいただきました。 

 なお、総務部については、監査対象となる事

業はありませんでした。 

安田行政企画課長 総務部関係の歳入決算額の

予算に対する増減額や歳出の不用額など、四つ

の項目について一括して御説明します。 

 資料番号９、令和６年度決算附属調書の６ペ

ージをお開きください。 

 最初に、歳入決算額の予算に対する増減額に

ついて、主なものを御説明します。まず、増収

となったものについてです。表の左端の科目欄

の下から２行目、地方消費税のうち譲渡割が４

億８，５８５万２，７０１円の増となっていま

すが、これは調定額が見込みを上回ったことに

よるものです。 

 次に、減収となった主なものについてです。 

 タブレットの１７ページをお開きください。 

 科目欄の上から３行目委託金のうち総務費委

託金が２，１４５万５，６７１円の減で、その

うち衆議院議員総選挙委託費が１，３６７万１，

２２１円の減となっています。これは衆議院議

員総選挙執行経費の市町村交付金等が見込みを

下回ったことによるものです。 

 続いて、２４ページをお開きください。 

 科目欄の県債のうち、一番下の農林水産業債

が２８億２，４００万円、次のページの一番上

の土木債が１１４億１，７００万円と大きく減

少しましたが、これは事業費の減少や、事業を

令和７年度に繰り越したため、令和６年度に県

債の発行を行わなかったことによるものです。 

 次に、２８ページを御覧ください。 

 不用額について主なものを御説明します。 

 科目欄の上から７行目総務費の総務管理費の

一般管理費が１，３５３万９，４９６円となっ

ています。これは行政企画費のその他需用費等

が見込みを下回ったこと及び経費の節減による

ものです。 

 その６行下の県庁舎別館及振興局費が２，８
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０６万４，６８２円となっています。これは振

興局運営費のその他需用費等の実績が見込みを

下回ったことによるものです。 

 また、下から６行目、徴税費の賦課徴収費１，

０６６万３４５円については、県税事務の運営

に係る需用費、委託費及び償還金が見込みを下

回ったことによるもので、下から２行目、選挙

費の衆議院議員総選挙費１，３６７万１，２２

１円については、歳入決算額の増減でも述べた

とおり、衆議院議員総選挙執行経費の市町村交

付金等の実績が見込みを下回ったことなどによ

るものです。 

 次に、３５ページを御覧ください。 

 科目欄の中ほど災害復旧費の県有施設災害復

旧費５千万円については、県有施設等災害時緊

急対応事業費の工事請負費が見込みを下回った

ことによるものです。 

 続いて、３８ページを御覧ください。 

 収入未済額についてです。左端の科目欄の一

番上、県税が７億１，５２８万８，９０５円の

収入未済となりましたが、主な税目としては、

科目欄の上から３行目、県民税個人の４億９，

１９５万９，６２４円や、その４行下の事業税

－法人の７，１９７万３，３９４円で、主に税

務調査による修正申告や更正処分に伴うもので、

課税の際、既に破産や資金繰りが悪化していた

個人や法人等において、納付が滞っているもの

です。 

 また、その４行下の軽油取引税４，５６９万

８，２０２円については、申請による徴収の猶

予が主な要因です。 

 その下の自動車税３，２５２万８，３３１円

については、生活状況が厳しく納付が困難な納

税者による滞納などが主な要因です。 

 続いて、４６ページを御覧ください。 

 不納欠損額についてです。左端科目欄の一番

上にある県税が１億３，７８４万２，４９９円

となり、そのうちの主な税目としては、県民税

個人が６，４５７万５，９１０円となりました。 

 不納欠損処分の主な理由としては、納税資力

がないことによる滞納処分の執行停止から３年

が経過したことによるものです。 

 続いて、行政企画課関係の歳出決算の状況に

ついて、御説明します。 

 資料番号１０、令和６年度一般会計及び特別

会計決算事業別説明書の１０ページを御覧くだ

さい。 

 第２款第１項第１目一般管理費の決算額は３

億５，６４５万３，７４０円です。 

 主な内訳としては、事業説明欄の一番上、給

与費１億８，８８８万５，１７５円で、これは

行政企画課及び県有財産経営室職員２７人分の

給与費です。 

 また、一番下の指定管理施設等運営対策費１

億７３４万円は、指定管理施設における賃金上

昇への支援に要した経費です。 

姫野知事室長 知事室分について御説明します。 

 御覧いただいている令和６年度一般会計及び

特別会計決算事業別説明書の９ページをお開き

ください。 

 第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり１億９，６５６万３，９

９３円です。主な内訳としては、事業説明欄の

一番上、給与費が１億３，７４１万４８７円と

なっており、知事、副知事及び知事室職員の計

１３人分の給与等の経費です。 

 その下、秘書事務費の決算額は２，６８６万

１，４３４円となっています。これは、知事、

副知事の用務及び秘書用務に係る旅費等の経費

です。 

 一番下の第４３回全国豊かな海づくり大会に

係る行幸啓経費の決算額は２，７３２万７，０

０５円です。これは、昨年１１月に天皇皇后両

陛下をお迎えして開催した第４３回全国豊かな

海づくり大会に係る行幸啓に要した経費です。 

後藤県有財産経営室長 県有財産経営室分につ

いて御説明します。 

 令和６年度一般会計及び特別会計決算事業別

説明書の１１ページを御覧ください。 

 第２款第１項第７目財産管理費の決算額は、

８億４，０６１万９，３３５円となっています。

主な内訳として、事業説明欄の一番上、県有財

産維持管理費４億２，５３７万９，９６１円は、

県有財産所在市町村交付金などに要した経費で
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す。 

 次に、その下の第８目県庁舎別館及振興局費

の決算額は１億８７４万５，９００円となって

います。これは総合庁舎管理費において、清掃

等各種保守管理委託料など、総合庁舎の運営に

要した経費です。 

 続いて、１２ページを御覧ください。 

 第８款第１項第４目営繕費の決算額は３６億

３，０２０万６，３１３円です。これは県有建

築物保全事業費で、こちらは別資料で御説明し

ます。 

 資料番号１７、決算特別委員会資料（総務部）

の３ページを御覧ください。 

 本事業で保全工事を実施した主な箇所をお示

ししています。表の２番、宇佐総合庁舎や、表

の６番、竹田総合庁舎の大規模改修工事など、

県有建築物保全計画に基づいた県有施設等の保

全工事に要した経費です。 

居石デジタル政策課長 電子自治体推進課分に

ついて御説明します。 

 令和６年度一般会計及び特別会計決算事業別

説明書の１３ページを御覧ください。 

 第１項第１目一般管理費の決算額は、表の右

上にあるとおり４０９万７，５９５円となって

います。これは、マイナンバーカードの利用シ

ーンを拡大するため、県の各種施策への参加者

等に対しマイナポイントを付与するための基盤

の構築等に要した経費です。 

 次に一番下、第２項第１目企画総務費の決算

額は１億６，５９５万６，８２１円となってい

ます。これは電子自治体推進課職員２４人分の

給与費です。 

 次のページを御覧ください。 

 第２項第２目企画調査費の決算額は３億４，

６５４万５，４４５円です。主な内訳は、事業

説明欄の上から５番目、モバイルワーク推進事

業費１億６７０万２，７８４円ですが、これは、

農業、観光、災害などの各分野の現場等で職員

が活用するタブレット端末の配備などに要した

経費です。 

 次のページを御覧ください。 

 第２項第４目電算管理費の決算額は１０億４，

０６５万９，５８５円となっています。主な内

訳は、事業説明欄の上から４番目、電子計算組

織運営費３億３，３７８万２，２６８円です。

これは、主に県税、給与等のシステムの運営に

必要なサーバの借上げやクラウドサービスの利

用等に要した経費です。 

 次に、１５７ページを御覧ください。 

 第７款第２項第１目工鉱業振興費の決算額は

１億７，５０１万４，６３５円です。このうち、

事業説明欄の一番上、おおいたＤＸ推進事業費

は、今年度の組織改正に伴い商工観光労働部か

ら当課へ移管された事業です。決算額は１，０

８３万３，７５６円です。これは、民間事業者

の支援を含め大分県全体のＤＸの取組を下支え

するため、ＤＸアドバイザーを活用した庁内施

策のＤＸ化やオープンデータの整備、利活用の

促進、セキュリティレベル向上を目的としたセ

ミナーの開催に要した経費です。 

原尻県政情報課長 県政情報課分について御説

明します。 

 令和６年度一般会計及び特別会計決算事業別

説明書の１７ページを御覧ください。 

 第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり１億８，１２２万６，４

１７円となっています。これは、県政情報課、

法務室及び公文書館職員２６人分の給与費です。 

 次に、第４目文書費の決算額は１億７，０２

３万６８２円となっています。主な内訳として、

事業説明欄の一番上、文書収発・浄書集中管理

費７，３１４万４，３７６円は、公文書の収受、

発送及び浄書に要した経費です。 

三浦人事課長 人事課分について御説明します。 

 令和６年度一般会計及び特別会計決算事業別

説明書の１９ページを御覧ください。 

 第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり４９億４，５０８万１，

１５６円となっています。主なものは、事業説

明欄の給与費の超過勤務手当と退職手当となっ

ており、どちらも知事部局等の職員分を人事課

で一括計上しています。 

 その下、第２目人事管理費の決算額は２億６，

７４９万６，５３２円となっています。主な内
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訳ですが、事業説明欄の一番上の人事事務費２

億３７９万４，９８７円は、職員の人事、給与

に係るシステムの維持管理や給与支払事務に要

した経費です。 

 次のページを御覧ください。 

 第３目職員厚生費の決算額は１億５，６８７

万３，２５５円となっています。主な内訳です

が、事業説明欄の一番上、健康管理事業費９，

０６０万８，１９６円は、職員の定期健康診断

等に要した経費です。 

 次のページを御覧ください。 

 第９目恩給及退職年金費の決算額は２５９万

７，６２８円となっています。これは、昭和３

７年の共済制度発足以前に退職した方やその遺

族に対し、年金にあたる恩給を支給したもので

す。 

 その下、第１０目諸費の決算額は２，３５３

万３，１０５円となっています。これは、職員

住宅の補修等に要した経費です。 

小野財政課長 財政課分について御説明します。 

 令和６年度一般会計及び特別会計決算事業別

説明書の２２ページを御覧ください。 

 まず、第２款第１項第１目一般管理費ですが、

決算額は２億２，８２９万７，０６１円です。

主な内訳は、事業説明欄の一番上にある財政課

職員２５人分の給与費１億９，９４５万２，９

３３円です。 

 次に、その下の第５目財政管理費の決算額は

１，６２７万２，９８８円となっています。こ

れは主に、予算編成システムなどの管理委託料

や会計年度任用職員の報酬等です。 

 続いて、その下の第２項第２目企画調査費の

決算額は１１億９，８６７万８，１０７円とな

っています。これは、今後の新たな施策展開等

に備えて、令和５年度決算剰余金等の一部を、

おおいた元気創出基金に積み立てたものです。 

 ２３ページを御覧ください。 

 第１２款第１項公債費です。第１目元金の決

算額７４７億１，７８７万１，８０７円及びそ

の下の第２目利子の決算額４５億７，１３９万

５，０８４円については、県債の償還に必要な

元金と利子を公債管理特別会計に繰り出したほ

か、市場公募債の満期一括償還に備えて減債基

金に発行済額の３．３％相当額を積み立てたも

のです。 

 その下、第３目公債諸費の決算額９，７３１

万５，６６４円については、市場公募債等の発

行時に金融機関に支払う手数料などです。 

 ２４ページをお願いします。 

 第１３款第１項第１目積立金の決算額は８４

億５，１９７万６，８８９円となっています。

これは、令和５年度決算剰余金等を用いて財政

調整用基金などに積立を行ったものです。また、

運用利息についても併せて積立てをしています。 

 その下、第１４款第１項第１目予備費を御覧

ください。 

 予備費充用額は、事業説明欄にあるとおり８，

４９７万６，９３９円で、個別の充当額及び内

容は各部事業課において令和６年度一般会計及

び特別会計決算事業別説明書に記載しています。 

 続いて、２５ページをお願いします。 

 公債管理特別会計です。この特別会計は、県

債の借換えに関する経費を別管理とすることに

より、一般会計の実質的な予算規模を把握し易

くするとともに、公債費の経理を明確化するこ

とを目的として設置しているものです。 

 第１款第１項第１目元金は、決算額１，１８

７億７，５８７万１，８０７円であり、その下、

第２目利子の決算額は４５億７，０８５万９，

０３８円となっています。 

 元金の事業説明欄の上から２番目、元金（借

換債分）４２９億３００万円が令和６年度に借

換を行った額であり、それ以外の通常債分は、

一般会計及び減債基金からの繰入金を財源とし

て、県債の元金償還と利子の支払を行ったもの

です。 

 その下、第３目公債諸費の決算額６５３万３，

０９４円は、証券発行で借入れた元金及び利子

の支払手数料です。 

岩男税務課長 税務課分について御説明します。 

 令和６年度一般会計及び特別会計決算事業別

説明書の２６ページを御覧ください。 

 第２款第３項第１目税務総務費の決算額は、

表の右上にあるとおり１２億９，１２６万６，
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６２５円です。これは県税の賦課徴収に従事す

る税務職員１８６人分の給与費が主なものです。 

 その下、第２目賦課徴収費の決算額は３６億

４，２４８万３，６５５円となっています。主

な内訳としては、事業説明欄の一番上、県税事

務運営費１２億４，７８１万１，１４２円は、

法人二税等の還付金である償還金利子及び割引

料が主なものです。 

 その下、県税徴収事務費２１億１，６７１万

９，４５３円ですが、個人県民税を徴収した市

町村に対し、地方税法に基づき交付する県民税

徴収取扱費が主なものです。 

 次に、２８ページを御覧ください。 

 第１３款第２項第１目地方消費税清算金の決

算額は４３４億２，５９７万８，９３６円です。

これは本県に納入された地方消費税を、配分割

合に応じて他の都道府県へ支出するものです。 

 次に、３０ページを御覧ください。 

 第７項第１目地方消費税交付金の決算額は、

３０２億４，７１４万３千円です。これは清算

後の地方消費税相当額の２分の１を、県内の市

町村に対し市町村の人口及び従業者数で按分し

て交付するものです。 

 なお、それぞれの交付金の市町村別の交付状

況については、３２ページから３６ページに記

載しています。 

今井市町村振興課長 市町村振興課分について

御説明します。 

 令和６年度一般会計及び特別会計決算事業別

説明書の３７ページをお開きください。 

 第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり４，２２３万３，２９７

円です。これは市町村振興課職員６人分の給与

費です。 

 その下、第８目県庁舎別館及振興局費の決算

額は１２億３６３万５６０円で、内訳としては、

事業説明欄の一番上にある振興局職員１４８人

分の給与費１１億１，２２７万２，４１３円で

す。 

 その下、振興局運営費９，１３５万８，１４

７円は、会計年度任用職員の人件費や印刷消耗

費、旅費など振興局の運営に要した経費です。 

 次に、３８ページをお開きください。 

 第２項第２目企画調査費の決算額は１１４万

３，６９０円です。これは全国過疎地域連盟負

担金や、大分県過疎地域協議会補助など、過疎

地域の振興対策の推進に要した経費です。 

 その下、第４項第１目市町村連絡調整費の決

算額は２億５，０４３万３９４円です。主な内

訳としては、事業説明欄の一番上にある職員１

７人分の給与費１億２，１３４万６，７５４円

です。 

 上から２番目、市町村行政基盤拡充事業費５，

１１２万４千円は、市町村に権限移譲した事務

に対する交付金です。 

 次に、３９ページを御覧ください。 

 第２目自治振興費の決算額は４億５，４２３

万６，９８２円です。これは公益財団法人大分

県市町村振興協会に対する全国自治宝くじの収

益金の交付金等に係る経費です。 

 その下、第５項第１目選挙管理委員会費の決

算額は２，３５０万２０円です。これは、職員

３人分の給与費と選挙管理委員４人分の報酬な

ど委員会の運営に係る経費です。 

 次に、４０ページを御覧ください。 

 第２目選挙啓発費の決算額は７６８万４，２

７３円です。これは、明るい選挙を推進するた

めの常時の啓発活動に要する経費や、昨年１０

月に執行された衆議院議員総選挙の臨時啓発等

に要した経費です。 

 その下、第５目衆議院議員総選挙費の決算額

は６億８，０２９万２，７７９円、またその下、

第６目裁判官国民審査費の決算額は５４２万４，

７２５円です。これは、昨年実施された衆議院

議員総選挙と同時に執行された最高裁判所裁判

官国民審査の管理執行に要した経費です。 

木部学事・私学振興課長 学事・私学振興課分

について御説明します。 

 令和６年度一般会計及び特別会計決算事業別

説明書の４１ページを御覧ください。 

 第２款第２項第１目企画総務費の決算額は７

６７万９千円となっています。これは学事・私

学振興課職員の給与費です。 

 その下、第２目企画調査費の決算額は１，３
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９２万２，３５０円です。これは地域連携プラ

ットフォーム機能強化事業費において、大学等

と企業や地域との協働事業の促進や、地域連携

プラットフォームでの活動に対する負担金など

に要した経費です。 

 その下、第３款第２項第１目児童福祉総務費

の決算額は７，４６０万６千円です。これは学

事・私学振興課職員１０人分の給与費です。 

 次に、４２ページを御覧ください。 

 第１０款第１項第８目文教費の決算額は６６

億５，３７３万８，８８０円です。主な内訳と

して、事業説明欄の２番目、私立高等学校授業

料減免支援事業費２億４，１０４万２，４００

円です。国の授業料実質無償化の対象とならな

い世帯における私立高校生の保護者の経済的負

担を軽減するため、授業料減免を行う学校法人

に対し県が単独で助成したものです。 

 次に、４３ページを御覧ください。 

 第１０款第６項第１目大学費の決算額は１２

億５，１６２万３，１２７円です。主な内訳と

しては、まず事業説明欄の一番上、公立大学法

人運営費交付金（大分県立看護科学大学分）６

億５，２１１万３千円で、大分県立看護科学大

学の運営に要する経費の一部を交付したもので

す。 

 続いて、その下の公立大学法人運営費交付金

（大分県立芸術文化短期大学分）５億５，７０

４万４千円で、大分県立芸術文化短期大学の運

営に要する経費の一部を交付したものです。 

立脇総務事務センター所長 総務事務センター

分について御説明します。 

 令和６年度一般会計及び特別会計決算事業別

説明書の４４ページを御覧ください。 

 第２款第１項第１目一般管理費の決算額は、

表の右上にあるとおり４億２６２万６，５９３

円となっています。主な内訳ですが、事業説明

欄の一番上、給与費６，５９４万８，２０４円

については、総務事務センター職員８人分の給

与費です。 

 その二つ下、職員管理費２億５，７９７万円

については、対象となる児童を養育する知事部

局及び各種委員会の職員に対し、当センターで

支給した児童手当です。 

阿部（長）副委員長 以上で説明は終わりまし

た。これより質疑に入ります。 

 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔、明瞭に答弁願います。 

 事前通告が６名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

御手洗委員 若林部長からも説明があったけれ

ども、令和６年度一般会計及び特別会計決算事

業別説明書１９ページ、政策県庁を担う人材確

保・育成推進事業費について質疑します。 

 将来の大分県庁を支える優秀な人材の確保は、

喫緊かつ重要な取組であると思っています。そ

うした中、有給インターンシップの受入事業は

大変評価ができるが、主要な施策の成果による

と、有給インターンシップ参加者数が目標値に

届いていません。この原因をどのように分析し

ているのでしょうか。 

 また、参加者の受験割合は目標値の７０．０

％に対し、達成率８０．０％で評価はＡとなっ

ています。とはいえ、有給インターンシップに

参加したものの、大分県の採用試験受験に至ら

なかった人がいることも、そこから明らかにな

ってきます。 

 どのような理由で受験に至らなかったのか、

把握しているのでしょうか。把握しているので

あれば、今後の取組にどのようにいかし、優秀

な人材の確保にどうつなげていくか、考えをお

聞かせください。 

三浦人事課長 政策県庁を担う人材確保・育成

推進事業費についての御質疑です。 

 現在、技術職の採用は非常に厳しい状況で、

幅広く県外の学生もインターンシップとして受

け入れたい思いから、学生の負担を軽減する取

組として有給インターンシップを実施している

状況です。 

 当該有給インターンシップについては、令和

５年度に総合土木職で試行的に実施して、翌令

和６年度に８職種で募集を行っています。令和

５年度は受入れが６名でしたが令和６年度につ

いては１９名と伸びています。 



- 10 - 

 しかしながら、御手洗委員が御指摘のとおり、

業務目標としている２５名には到達していない

状況で、この要因については、二つほどあると

考えています。 

 一つはまず、実質的に昨年度が１年目という

取組であったため、まだ学生の間で、こういっ

た取組が浸透していなかったということがある

と思います。 

 それからもう一つは、受入期間を３週間以内

としているが、少し長めに設定して、県の取組

を知ってほしい思いからそういう形にしている

のですが、ちょっと期間が長いので学生に敬遠

されたところがあろうかと思います。 

 こうしたことから、現在、有給インターンシ

ップの広報活動として行っている各大学のキャ

リア支援センターへの通知とか、人事委員会の

インスタグラムの発信、これらに加えて、一人

一人の学生にしっかりと魅力を伝え、参加に誘

導できるように、卒業生であるリクルーターか

らの働きかけも行っていきたいと思っています。 

 それから、これまでの参加者アンケート等を

参考にして、さきほど申し上げた受入期間につ

いてもプログラムの在り方について、再検討を

してみたいと思っています。 

 一方、受験に至らなかった理由ですが、他の

自治体あるいは民間企業への就職といったもの

はあろうかと思います。また、技術職の職員を

中心としているものなので、大学院への進学も

あると思っています。これらの対策として、大

分県庁で働きたいと思ってもらえるよう、実際

の仕事の面白さ、それから職場の魅力といった

ものを最大限に伝えられる工夫をしていきたい

と思っており、インターンシップ後の定期的な

フォローも検討したいと思っています。 

御手洗委員 詳しい説明、それから分析、あり

がとうございました。再質疑になるのですけれ

ども、会計年度任用職員の処遇面について、何

か御意見等があればお聞かせください。 

三浦人事課長 有給インターンシップの処遇に

ついてですが、会計年度任用職員として採用し

ているので、一般の会計年度任用職員と同じ給

与を支払う形を取っています。 

御手洗委員 特別上げるということもないので

しょうけれども、そこも選ばれる理由の一つに

なると思うので、引き続き検討をお願いしたい

のと、あと要望で、県庁の職員もそうだけれど、

教職員も今人材不足の中で、部局が全然違うけ

れど、大学３年生から教員採用試験を受験でき

るようになったが、そうした人たちに対して、

特にまたアプローチが必要になると思っている

ので、こちらでやっている事業を部局横断的に、

ほかのとこにも広げて、是非優秀な人材の確保

につなげてほしいと思います。 

若山委員 私から１点。令和６年度一般会計及

び特別会計決算事業別説明書１４ページ、ＩＣ

Ｔ活用業務効率化推進事業費について伺います。 

 また、この事業の中で生成ＡＩの実証に取り

組んだとあるが、そのライセンス取得等に令和

６年度に取り組んだわけですが、今年度から正

式な取組というか、実証実験を具体的に進めて

いると思うけど、その時点で、成果と課題をど

う見極めていたのか。または今後、どのように

進めていこうとしているのか。また、そのとき

に、セキュリティ上のチェック体制等は十分議

論されて今問題なくやっているのかお伺いした

いと思います。 

居石デジタル政策課長 生成ＡＩについて、ま

ず昨年度の実証と成果ですが、昨年、生成ＡＩ

サービスを県庁に初導入して、約８０名を対象

に実証を行いました。 

 その結果、文書の要約とか、エクセルで使う

数式を自動で作成するとか、生成ＡＩの有効性

や活用できる事務が分かってきたのと、また一

方、生成ＡＩに入力する指示文やそのコツとか

制度、あとは生成ＡＩのモデルのバージョンで

すね。そういったものによって業務改善効果が

大きく左右されることが分かってきています。 

 そういったことを踏まえて、今年度生成ＡＩ

のバージョンを見直して全庁に導入しています。

それとともに、生成ＡＩの活用スキルを向上さ

せないといけないので、その研修を実施するな

ど活用推進を図っています。 

 今後ですが、やはり効果的な事例や入力する

プロンプトとか、そういったものを全庁に展開
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していかないといけないと思っており、県庁の

中にも得意な職員がいるので、ＰＴ（プロジェ

クトチーム）を作って活用方法を全庁に展開し、

先をリードする取組を進めているところです。 

 もう１点、セキュリティ上の観点からの御質

疑もあったけれども、昨年度の実証に引き続き、

我々が導入しているＡＩは基本的にＬＧＷＡＮ

と言われる庁内の閉じたネットワークで使うの

で、インターネットに直接つながっているわけ

ではないことが、まず一つあります。 

 それとは別に、インターネット上で利用する

こともあるので、それらについては、各所属長

の承認で職員ごとに、デジタル政策課への利用

申請を出してもらい、安全かどうかをチェック

する体制を取っています。 

 なお、利用前のところでは、例えば個人情報

だったり、機密情報の取扱いと、生成ＡＩが作

った成果物の審査があり、著作権侵害の可能性

の確認とか、そういった注意点を定めたガイド

ラインを策定し、それを遵守してもらうことと、

事前に研修を受けてもらうことにしています。 

 今後も、生成ＡＩ関連の技術の進展がとても

早いので、ガイドラインについても国の法改正

の動きや新しいサービスの動向を見ながら随時

改定していく必要があると考えています。 

若山委員 当然、生成ＡＩの活用を進めてほし

いと思うけど、セキュリティのチェックはもち

ろんのこと、やっぱりいろんな生成ＡＩによる

著作権侵害とか、誤情報を取り込みやすい部分

も出てきているので、そういった部分にも是非

チェック体制等を十分働かせて、活用の推進を

お願いしたいと思います。 

猿渡委員 私の方からは３点質疑させていただ

きます。 

 まず１点目、事業別説明書の２６ページ、県

税事務運営費についてです。さきほどの説明の

中で収入未済額が前年度比１８．５％減少した

という説明があり、これは大変大事なことだと

思っています。 

 しかしながら、経営や生活が厳しい人の滞納

の問題についても、さきほど説明がありました

が、やはりそういう状況をよく把握しながら、

無理のないように納税者に寄り添った対応をし

ていくことが大事だと思います。そういう中で、

納税が厳しい場合に相談してくださいと納税通

知書に書いてあると思うけれども、そのような

相談があった場合に、相談者にどのような対応

をしているのかが１点。 

 それと、前年度及び直近の税務調査は、どの

税目でどれくらいあったのか、その追加徴収額、

いくらあったのか御説明ください。 

 ２点目は事業別説明書１１ページ、県有財産

維持管理費の関係です。施設管理について、昨

日、監査委員事務局のところで説明いただいた

のですけれども、監査の際に、電気の施設管理

などに関しては、専門の技術職員が同行するよ

うになった、令和５年からそのように改善した

という説明をいただきました。 

 入札に関しても、やはり見積金額が適正なの

か、きちんとした質を保つことができるのかを

判断できるように、技術職員がその見積りを見

て判断することが必要ではないかと。専門的な

知識が入札に関しても必要ではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 それと３点目、事業別説明書２０ページ、こ

ころの健康相談事業についてです。メンタルダ

ウンした職員の職場復帰率がどうなのか。また、

職場復帰したけれども、再休職をしたケースが

どの程度あるのかについても、分かれば説明い

ただきたいと思います。 

 そして、さきほどから統括推進委員や班総括

への研修でラインケアを強化したことも説明い

ただいたのですけれども、大変大事だと思うし、

職場復帰支援の手引を作ったということもあり

がたい、いいことだと思います。あわせて、や

はりその職場の仲間の理解とか、支えとかも大

変大事と思うので、セルフケアと併せて、職場

の仲間同士で理解し合う、支え合う面での職員

全体に対する研修も必要ではないかと思います

が、その点どうでしょうか。 

岩男税務課長 まず県税事務運営費について、

２点、御質疑いただいています。 

 まず１点目の税務相談における相談者への対

応についてです。滞納整理にあたっては、画一
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的な取扱いをすることなく、納税者の個別的、

具体的な実情に即して適切に対応することが必

要であると考えています。 

 そのため、こうした納税相談においても、納

税者の方の話をよく聞き親切に応接するととも

に、分かりやすい説明を心がけ、納税者の主張

に立って、個々の生活、あるいは事業の実態や

収入、資産の状況など、個別具体的に把握に努

め、猶予の要件に該当するか等、適切に判断を

しているところです。 

 それから２点目の昨年度及び直近の税務調査

における税目、それから件数、追加の徴収額に

ついてですが、税務調査については、主に法人

二税、軽油引取税、ゴルフ場利用税、産業廃棄

物税など、申告税目について実施しています。 

 そのうち法人二税については、外形標準課税

対象法人などの自主決定法人や不申告の法人の

調査を行っており、令和６年度では５５件の調

査に対して、追加の徴収額が８５７万５，４０

０円、令和７年度では現在２３件で８４４万４，

７００円となっています。 

 軽油引取税は販売店において、帳簿等の調査、

あるいは免税軽油使用者に対して、免税用途に

起用されているかどうかの調査を行っており、

令和６年度では４７６件の調査に対して追加で

徴収した額はありません。令和７年度では２６

１件で、現在のところ９万７８４円となってい

ます。 

 次に、ゴルフ場利用税ですが、こちらも利用

人員等の調査を行っており、令和６年度では９

件の調査に対し、追加徴収額が１１万９，８０

０円、令和７年度では現在１件のところ、追加

徴収はありません。 

 産業廃棄物税は、こちらも帳簿等により、産

業廃棄物の種類とか重量等の調査を行い、令和

６年度１４件の調査で追加徴収額が１４４万５，

１５５円、令和７年度では現在７件で３１２円

となっています。 

 こうした税務調査については、適正な公平課

税の実現に向けて、今後も積極的に取り組んで

いくことにしています。 

後藤県有財産経営室長 県有財産維持管理費に

ついてお答えします。 

 施設管理のうち、清掃や電気工作物の保守な

どの委託契約については、当該施設を管理する

各所属において締結しているところです。 

 その発注に際しては、用度管財課と施設整備

課で策定する庁舎管理マニュアルにおいて、仕

様や積算が示されるとおり、技術職員による確

認がなくても、一定の管理水準が確保されるよ

う図られているところです。 

 なお、所属から受託事業者の業務に問題があ

る等の報告、相談があったら、マニュアル所管

課など関係省庁と連携して事業者に是正を求め

るなど、適切に対処していきたいと考えていま

す。 

 また、施設の保全工事については、その執行

を土木建築部に依頼しており、技術職員の専門

性が担保されているところです。 

三浦人事課長 こころの健康相談事業について、

お答えしたいと思います。 

 まず、精神疾患による休職者の職場復帰の状

況ですけれども、令和５年度末時点の休職者は

３６人で、そのうち令和６年度中に１６人が復

職しているので、復職率は４４．４％です。 

 現在、復職にあたっては、令和５年度に改定

した復職支援制度の手引に基づき、療養開始か

ら職場復帰及び職場復帰後のフォローについて、

しっかりと所属と連携をしながら進めていると

ころです。特に病気休暇に入ったら、まずはし

っかりと療養してもらうことが大事だと考えて

おり、その後、回復段階に至ったら、本人にお

いて復帰準備を主体的に行ってもらう形を取っ

ています。 

 加えて、復職前については、３か月間試し出

勤をしており、短時間の勤務に加えて、短時間

の勤務から次第に時間を延長しながら、復職に

向けた準備を丁寧に進めているところです。 

 また復職にあたっては、周囲の職員の理解も

非常に重要だと考えています。職場復帰にあた

っては、所属との連携を緊密に取るとともに、

産業医の面談にも参加するなど、支援体制の強

化を図っているところです。 

 また、職場復帰支援の手引においても所属の
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役割を明記し、職場としての支援体制の理解も

進んできていると思っています。 

 さらに、役職や年代に応じたメンタルに係る

研修も実施しており、例えば、さきほどお話が

ありましたけれども、周囲の職員がしっかりと

サポートできることが非常に大事だと思ってい

るので、誰もがゲートキーパーとなり得るよう

な研修も進めており、病気の理解や対応につい

ても学ぶ機会を設けているところです。 

 今後も職員が安心して復帰できる体制に向け

て、産業保健スタッフによる支援等の充実や職

場の理解促進を図っていきたいと思っています。 

猿渡委員 １点目は、さきほど猶予に関しても

適切に判断しているお話がありました。多くの

場合がそうかなと思いますけれども、ある方が

私のところに声を寄せられて、１２月まで待っ

てくださいと期限を切って相談したにも関わら

ず、納税猶予についての選択肢を示すことがな

くカード払いを勧められたということなんです

ね。相談者の事情を聞く姿勢がないじゃないか

という声が寄せられています。 

 ですから、県民にしっかり寄り添って、まず

は事情をよく聞いて、猶予できる選択肢もある

ことを示すのが必要だと思うので、その点どう

なのか、再回答をお願いしたいと思います。県

民の状況、ニーズをしっかり把握した上で、今

後にいかしていくと、今後の施策にいかしてい

く姿勢が必要かと思います。 

 ２点目については、やはり専門的な視点を持

ってみないと分からない部分もあるので、その

点で質が下がってはいけないので、やはり今後、

是非考えていただきたいと思います。監査に関

してはその点、改善されています。 

 ３点目、やはり場合によっては、元の職場に

戻すのではなくて、新しい環境に変える方が望

ましい場合もあるかと思うので、その点も考慮

いただければと思います。 

岩男税務課長 納税相談についてです。基本的

にはそういった、さきほどお話をしたとおり、

納税者に寄り添った形で対応させていただいて

いますが、説明の中で不十分さがあったのかも

しれません。そういったことに関しては、しっ

かり今後も、まず、それぞれの納税者の対応に、

事情に寄り添って行うと。それから、しっかり

と説明していくと。これはもう重要なことなの

で、各県税事務所の職員にも再度徹底したいと

思っています。 

後藤県有財産経営室長 さきほど技術職員によ

る判断を加えるかについては、マニュアルを所

管する所属での課題とは思っているので、いず

れにしても、仕様に合った業務が実施されてい

るかどうかについては、業務報告などを通じて

しっかりと見ていきたいと思っています。 

福崎委員 私からは３点、御質疑させていただ

きたいと思います。 

 まず１点目が、指定管理施設等運営対策費、

令和６年度一般会計及び特別会計決算事業別説

明書１０ページになりますが、事業概要には、

指定管理施設における賃金上昇への支援に要し

た経費とあるが、まず一つ目として、どのくら

いの賃金上昇の想定額で行ったのか。それから

二つ目として、賃金の上昇が図られたかの確認

は、どのように行っているのか。三つ目として、

実際にどのくらい賃金上昇が図られたのかをお

尋ねしたいと思います。 

 ２点目ですが、職員住宅管理費、令和６年度

一般会計及び特別会計決算事業別説明書２１ペ

ージ。職員の福祉の増進を図るため設置してい

る職員住宅の維持補修費として、約２，３４６

万円の支出があるが、県全体の職員住宅の設置

戸数、入居状況、今後１０年間の維持管理想定

額、大規模修繕等の予定などの現状を教えてい

ただきたいです。それから県職員住宅の今後の

方向性について、お尋ねしたいと思います。 

 ３点目として、豊の国ハイパーネットワーク

運営管理事業費、令和６年度一般会計及び特別

会計決算事業別説明書１５６ページですね。今

年度から、これが総務部に変わったので、総務

部が答えるということなので、豊の国ハイパー

ネットワークの概要並びに令和６年度の伝送路

維持管理費の額、今後想定されるであろう伝送

路の更新に係る費用、それから将来的なネット

ワーク形成の構想、今後、ハイパーネットワー

クの設備等をどう維持管理、例えば民間のいわ
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ゆる伝送路に移行するとか、そういうことの構

想をお尋ねしたいと思います。 

安田行政企画課長 まず、指定管理施設等の運

営対策費についてお答えします。 

 昨年のこの経費については、近年の大幅な賃

金上昇を踏まえて、令和５年と令和６年の人事

院勧告の内容を基に指定管理委託料の増額補正

を行ったものです。委託料の実際の算定にあた

っては、その基準価格に令和５年度の人事院勧

告の上昇分５．７％から指定管理者の負担とし

た１％を除いく４．７％を見ています。同様の

方法で、令和６年度分は７．６％を県負担分と

して合計１億７３４万円を上乗せしています。 

 実際に、この委託料を増額して、それがどの

ように反映されたかの確認ですが、上昇の確認

方法としては、指定管理者との変更協定を締結

する際に、まずは書面にて従業員の賃金引上げ

に対する意思確認を行っています。その上で、

事業完了後に提出された事業報告書で、人件費

の支出の状況を確認しています。 

 実際にどのぐらい賃金が上がったかと申し上

げると、実際の上昇の状況については、県営住

宅の管理代行委託も含めた全体の人件費を令和

５年度、令和６年度と比較した際に、約１億１，

７００万円の増額となっているので、指定管理

事業者における賃金は、それだけ上昇していっ

たと捉えています。 

三浦人事課長 私の方から、職員住宅について

お答えします。 

 知事部局においては、勤務地に近いところに

住宅を提供する福利厚生の観点から各地に職員

住宅を設置しているところですけれども、県内

全部で２５棟、５３０戸を設置しており、現在

の全体の入居率は５７．６％となっています。 

 今後１０年間の維持補修については電気設備

や水道設備の修繕代で２億２千万円程度が見込

まれているところです。 

 県職員住宅の現状及び今後の方向性ですけれ

ども、平成１７年に策定した基本方針に基づい

て原則として新設は行わず、必要最低限の維持

補修で対応することとしており、その上で、入

居率が低下して改善が見込まれない住宅につい

ては廃止といった方向性を出しているところで

す。 

 また昨年度、県職員住宅の見直しを検討する

中で、大分市及び別府市内の職員住宅について

は用意する必要性が乏しいという結論に至った

ところですが、一方で、それ以外の民間住宅が

少ない地域については、職員アンケートにおい

て、回答者の約７５％が必要であると回答した

こと、それから、やはり迅速な危機管理対応が

あることから、今後、管内の職員ニーズを把握

しながら内部のリフォーム、あるいは外壁の改

修等を検討していきたいと考えています。 

 引き続き、優秀な人材の確保や公務能率の向

上に資するよう、必要な職員住宅の維持管理に

努めていきたいと思っています。 

居石デジタル政策課長 ３点目、豊の国ハイパ

ーネットワーク運営管理事業費についての御質

疑に回答します。 

 まず概要ですけれども、平成１５年度に運用

開始した光ファイバーネットワークでして、当

時の情報ハイウェイ構想に基づき、国の補助金

を活用しつつ、県と市町村が共同で構築したも

のです。行政利用が主な目的にはなっているの

ですけれども、一部、地域のケーブルテレビな

ど民間にも開放しているものです。 

 昨年度、県が管理する伝送路部分の維持管理

費は２，２６６万３千円となっています。 

 今後の関係ですけれども、平成３０年度に調

査を行っており、いわゆる光ファイバーネット

ワーク、インフラ部分の劣化等を確認したので

すけれども、そういった状況は確認されていま

せん。一般的なケーブルの耐用年数とか、周辺

機器の更新の時期、そういったものを鑑み、令

和１２年度までは現行のネットワークを維持す

る方針としているところです。 

 仮に今後、ネットワーク機器を更新する場合

は、数十億円単位の費用がかかることも想定さ

れています。 

 さきほどの民間の伝送路を使う話も、ちょっ

と御指摘があったと思うのですけれども、現状、

民間のものを借りるよりも維持管理のコストが

下回っているので、経済合理性の観点から使え
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るうちは使っていくのが一番合理的と考えてい

ます。 

 その後については、もう様々な国の競争政策

の状況であるとか、新しい無線通信を含め技術

動向を踏まえながら考えていくことかと思って

います。 

福崎委員 丁寧な御回答ありがとうございまし

た。指定管理の施設運営対策費ですけど、持続

的な賃金の上昇ということで、やっぱりこうい

う支援をきっかけに、毎年きちんと物価上昇に

合わせて賃金が上がる環境をつくることが大切

と思うので、そこら辺、しっかりとその施設管

理に関わる方、特にメンテナンスとかに関わっ

ている方はかなり低い賃金で仕事をするケース

をよく聞くし、やっぱり結構ハードな仕事の割

にはというところもあるので、指定管理の事業

者から各部署の委託されている先までしっかり

とチェックをして、全ての働く人間の賃金がし

っかりと上がっていくような支援を県として行

っていただくよう願いしたいので、そこら辺の

確認をよろしくお願いします。 

 それから職員住宅については、確かにアパー

トがないような地域についてはいるのかなと思

いますが、改修するときには、今の方が住んで

楽しいというような、ただ壁紙を張り替えると

か、ちょっとした改修じゃなくて、若い方とか

が住みやすいとかいうことで、できればそうい

う地域に、もっと異動を職員が希望するような

住宅にすることも一つ、私は大切じゃないのか

なと個人的に思うので、そこら辺も意見をしっ

かり聞いていただいて、より快適な職員住宅の

提供をお願いできたらなと。そのことが働きが

いとか、生きがいとか、能力のアップにもつな

がっていくのじゃないかと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 光ファイバーネットワークは、悪くなるまで

はしっかり使っていただくのが基本と思うので、

よろしくお願いしたいと思います。 

木田委員 まず、決算に関する調書にある地方

消費税清算金ですね。この地方消費税の清算基

準はかねてより、国が見直しを重ねてきていま

すが、令和６年度改正の結果、本県における清

算金にどのような影響、プラスになったのか、

マイナスに働いたのか、どのように推計してい

るのか、教えていただきたいと思います。 

 過去、知事会からも経済センサスによって、

正確に都道府県別の最終消費を把握できない場

合は人口の比率を高める方向で清算基準を見直

すよう要望していたと承知しますが、現段階で

も見直すべき点は残されていないか、お尋ねし

ます。 

 そしてもう１点、令和６年度一般会計及び特

別会計決算事業別説明書４２ページにある２事

業ですが、まず、私立学校就職・早期離職防止

支援事業費を主要な施策の成果３４４ページで

見ると、評価はＡとなっています。成果指標は

学校独自キャリア教育取組校数としているが、

この事業の成果として問うべきは、生徒の早期

離職率がどのように変化したかにあるかと考え

るけども、その状況は把握しているのか、お尋

ねします。 

 もう１点が、私立学校理工系人材育成支援事

業費ですけども、主要な施策の成果３４３ペー

ジで見るとこれも評価はＡです。成果指標は女

子生徒の理系クラス選択率としています。それ

はそれで重要な点であると思いますけども、こ

の事業を通じて、結果として、女子生徒が理工

系大学にどのくらい進学したのかを把握してい

るのかお尋ねします。 

岩男税務課長 消費税の清算基準について、お

答えします。 

 地方消費税は国から払い込まれた税額を最終

消費に帰属させるため、消費に関連した小売年

間販売額とサービス業対個人事業収入額を２分

の１、人口を２分の１のそれぞれのウエートで

指標として用い、都道府県間で清算しているも

のです。 

 令和６年度の改正では、この小売年間販売額

とサービス業対個人事業収入額の算定に用いて

いる統計を令和３年経済センサス活動調査に更

新するとともに、自動車賃貸業、学術開発研究

機関の２業種が除外されています。 

 この指標の更新に伴い、全国に対する大分県

の割合が上昇したことにより、清算金に対する
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影響はプラスに働いています。 

 また、この清算金の基準の見直しについては、

国の方で５年ごとにデータの更新をしており、

その際には、最終消費の税収帰属地を一致させ

るよう、清算基準に用いる業種の見直しも行わ

れています。 

 さきほどありました人口比率については、平

成３０年度改正において、統計データが７５％

であったのを５０％に落とし、人口の比率を５

０％、２分の１までの比率に高めているところ

です。 

 今後も国においては、これまでと同様に適宜、

見直しが行われるものと考えています。 

木部学事・私学振興課長 ２点質疑をいただき

ました。 

 まず１点目、早期離職についてですけども、

早期離職防止については非常に重要と考えてお

り、在学中に社会的、職業的自立に向けて必要

な基盤となる能力や態度を育むキャリア教育が

重要と考えています。 

 キャリア教育は各学校が継続的に実施してい

くことが大事と考えており、学校独自のキャリ

ア教育取組校数を指標としているところです。 

 御指摘の私立学校における就職後３年以内の

早期離職率については把握しており、直近の変

化ですけども、平成３０年３月の卒業生につい

ては５０．１％だったものが、令和３年３月の

卒業生については４６．２％と微減しています。 

 引き続き、事業を通じて私立学校のキャリア

教育の充実等を支援し、早期離職防止に努めて

いきたいと考えています。 

 ２点目、理工系の進学についてです。委員御

指摘の私立学校における女子生徒が理工系大学

に進学した生徒数は把握をしていません。本事

業については、令和４年度から私立学校理工系

女子育成支援事業として開始しているのですけ

ど、令和５年度からは女子に限らず男子も含め

て、理工系人材を育成することを目的として実

施しています。 

 具体的には、文理選択を行う前に、高校１年

生を主な対象として、理工系分野の先駆者であ

る東京理科大学の山本貴博教授や、理工系企業

に勤める先輩の社会人による講演など、理工系

分野への興味、関心を高める取組を進めている

状況です。 

 このように、事業の主な対象は高校１年生と

いうこともあり、その成果指標をどれくらい大

学に進学したかにすると、把握するまで数年を

要するため、２年生での理系クラスの選択率を

事業の成果指標としているところです。 

 今後も引き続き、私立学校における理工系人

材の育成に努めていきたいと考えています。 

木田委員 学事・私学振興課の方からですが、

離職率が若干下がっているということで、大変

よかったなと思います。最近は、どこの企業か

らもそういう声が多いものですから、是非これ

からも企業側とも連携して早期離職防止、何が

有効的なのか、探って対応していただきたいと

思います。 

 女子に限らず、理工系人材育成はまたこれか

らの時代重要で、全国的にも女子の理工系進学

が非常に伸びている傾向があるので、是非今後

も、その傾向をつかんでおいてほしいと思いま

す。 

 そして税務課の方ですが、地方消費税清算金、

令和６年改正、プラスに働いたということなの

で、やはり、まだまだ改善できるところがある

のじゃないかと思うんです。パイが大きいです

から、やっぱり１％でも変わってくると大分県

の財源がぐっと有利に働くと思うので、この消

費税は、私も勉強して気付いたのが、消費税な

ので買ったところに税金が帰属するかと思った

ら、消費したところなので、例えば大分県の人

が福岡に買物に行って、大分で使うのであれば、

これは大分県の消費税になるということでいい

のですよね。そういう仕組みということになれ

ば、地方消費税がどの都道府県に帰属すべきか

を正確に反映させるのは非常に困難な作業だと

思うんです。 

 だから以前、統計率でカバーすべき割合を７

５％から５０％に減らしたのは、やはり正確に

つかむことが難しいから、そうしたのだろうと

思います。 

 これまでもネット販売の分を外したりとか、
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あと自動販売機の売上げも、自動販売機がある

とこじゃなくて、自動販売機を持っている会社

の方が税金を納めるものですから、そのずれも

修正するといういろんな改正がされているので、

是非、もうちょっと改善の余地があるのじゃな

いか。私も令和５年度、４年度かな、宮崎県の

決算と大分県をちょっと比べてみたんですよ。

そうしたら、何となく、やっぱり大分県の方が、

人口の割にはちょっと配分がと私は自分で計算

して思うのですけども、まだまだ人口割合を増

やした方が大分県に働くのじゃないかと思うの

ですけども、是非、その辺を研究していただき

たいと思うんです。よろしくお願いします。 

岩男税務課長 アドバイスをいただきありがと

うございます。さきほど委員もおっしゃられた

とおりで、最終消費地に帰属するというところ

で、この統計データについても、例えば百貨店

の小売とか、そういったものが、帰属地がネッ

ト販売とか、例えば大分県から福岡県のデパー

トで買って消費したものが福岡県に上がるので

すが、実は最終消費地というのは、大分県に帰

って消費をするので、大分県にあるべきもの。

そういったものも、やはり総務省の方でも考え

ていて、そういった業種については、この統計

の中からは削除して対応しています。 

 これまでの人口１人当たりの地方消費税の税

収に関しては、大体、税源の偏在が１．１％、

１．１倍でおおむね平均的になっている認識に

なろうかと思います。 

 この辺も今後、時代が推移していく中で変わ

っていくと思うので、しっかりと注視をしなが

ら、要求すべきものは訴えていきたいと思いま

す。 

木田委員 今回、一般質問で貨物割を取り上げ

させていただきましたが、一旦、大分県に入る

地方消費税は、宮崎県よりはるかに多いのです

けども、清算金で見ると、宮崎県の入りが多く

て出が少ない。大分県は出が多くて入りが少な

い状況にあるので、最終的な清算が適正になる

ように、大分県に港があることは大変いいと思

うし、そういったとこも含めて是非研究して、

国の方にも要望、検討を促してほしいと思いま

す。よろしくお願いします。 

麻生委員 行政企画課の一般管理費に関連して

質疑します。 

 職員録で行政企画課の所管事項を見てみると、

５番、指定管理者制度及び運用の総合調整に関

すること、６番、公社等外郭団体の指導監督の

総合調整に関することということで、総合調整

に関する、その行政効果について聞きたいと思

います。 県の出資法人であり、県職員が出向

し、業務援助をしている株式会社大分フットボ

ールクラブは、県のクラサスドーム大分の使用

料について、二十数年ほど全額減免されていま

すが、Ｊリーグ等の試合時、飲食や物販の出店

料をクラブが取っていると伺っています。今年

度さらに、さきほど指定管理者の運営対策費で

物価高騰対策なんかにも対策費を計上している

わけですけれども、それと同じように減免をし

ているにも関わらず、全額減免にも関わらず、

出店料を上げたことも伺っています。 

 一方、クラサスドーム大分については、民間

企業が指定管理者として委託を受けているわけ

であり、このクラサスドーム大分そのものは直

接、使用料を払わないといけない形になってい

て、全額減免ということですが、こうした出店

者の使用料について、県とクラブと指定管理者

などで、仕様書等の役割分担等、中身をよく精

査した上で、総合調整をした上で、本来であれ

ば、ドームの維持、管理、長寿命化が図れる使

用料の確保が不可欠と思います。 

 昨日の答弁でも、使用料に関しては受益者負

担が原則であると。この原則にのっとっても問

題だろうと思っていますが、この案件に関して

は、土木建築部や企画振興部との総合調整が不

可欠であることは、もう明らかな状況であるけ

れども、その総合調整についての現状の問題認

識について、まず伺います。 

安田行政企画課長 私の方から、指定管理者制

度や公社等外郭団体の総合調整の関係でお答え

したいと思います。 

 まず、総合調整機能においては、例えば、指

定管理施設においては将来ビジョンを作成した

り、あと、今回の９月補正予算で採択いただい
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た賃金上昇に関わる部分の中で、賃金スライド

の導入をしています。そういった部分の制度全

般についての対応すべき事案について調整した

り、そのほか、公社等外郭団体などもそうです

けども、経営状況の悪化があったり、そういっ

た部分が見受けられるので、各部局のヒアリン

グを通じて、ほかのいろんな団体があるので、

横串で見ながら、適切な指導や助言をしている

ところで調整機能を発揮していると理解してい

ます。 

 さきほど話がありましたクラサスドーム大分

については、今、株式会社大分フットボールク

ラブが出店料を徴収しているということで、こ

れを伺ったところ、要は、トリニータの試合も

そうですけど、大分フットボールクラブだけで

はなくて、ドームを活用して何かイベントをす

るときに、併せて出店をする事業者とかがいる

ので、そのときの売上げの一部を徴収するとい

うことは、そのイベントなどを実施する上での

活用費用といったところに充てる部分が出てく

るかなと思っています。 

 それとは別に、ドームの使用料については、

そこは今度、実際に県民の皆様がドームを利用

しやすいような形、県外も含めて同じようなド

ームの価格も参考にしながら設定しているとこ

ろです。 

 減免そのものが長く行われているということ

はあるけども、適用するかの判断については、

毎年度行っており、施設やその団体の所管部局

となる土木建築部や企画振興部で、必要性、適

正なのかどうかの対処をすべきと考えています。 

 総務部としても、今後の長寿命化とかの経費

は当然あるので、財務的な視点からは確認して

いきたいと考えているけども、大きな修繕や長

期的な長寿命化とかについては、施設そのもの

の在り方をどうしていくべきかという議論にな

るので、指定管理者については、今の現状の運

営をどうしていくのか、より利用者を増やして

活性化していくなどの対処をそれぞれの所管部

局で実施してもらう。それに対して行政企画課

で活性化に向けた取組についての助言なりを実

際にやっています。 

麻生委員 県出資法人の経営状況報告概要書、

株式会社大分フットボールクラブ、これについ

ての４番、６年度決算状況の売上原価が記載さ

れているけれども、この売上原価の記載の中に

は、問題点及び懸案事項の中には、使用料が全

額減免されていると、本来は払わないといけな

いものだといった認識が出てきてないんですね。

これは厳しく指摘しておきたいと思います。 

 やっぱり監督指導権限者として、ここは明確

に、この経営状況報告概要書の中に、原価とし

てこれだけのものが必要であること、毎年約１

億円弱、これまで全て考えると２０億円を超え

る額が減免されているわけであり、ドームの開

閉部分、屋根のこういった改修も即座にやらな

ければならない案件でもあるわけで、そういっ

た財源としても非常に問題があることは指摘し

たいと思います。あわせて本来、指定管理者制

度と利用料金制、こういった部分もそれぞれに

絡んでくるわけです。今年の夏に行われたＯＮ

Ｅ ＯＫ ＲＯＣＫのコンサートとか、あるい

はジゴロック、あっちは公園の外だったけれど

も、そういった使用料について、県としてどう

いった方針でやるのか、経済効果が大きなもの

についての使用料の在りようとか、負担の公平

性を大きな問題だと認識していないと感じたの

で、この使用料に関わる部分の総合調整をやる

気があるのかないのか、もう一度伺います。 

安田行政企画課長 今のクラサスドーム大分の

指定管理について、まず一つは、クラサスドー

ム大分については利用料金制度ではなく使用料

制度でやっています。使用料制度では、減免を

するかしないかの判断を所管部局が行っていま

す。ですので、指定管理者の側としてどうなの

かはちょっと違う部分もあるけど、おっしゃる

とおり状況報告の中に、実際の収益がどうかと

か、減免がどのぐらいあったかは、今現在記載

されてないといった部分はあるので、そこはど

ういった形で出していくのがいいのかは、また

検討させていただければと思います。 

 そのほか、調整機能というお話があったけど

も、おっしゃるとおりの部分があるのですが、

クラサスドーム大分については、まずは今、コ
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ロナ禍前よりも、まだまだ利用状況が戻ってい

ません。以前は１１０万人ほど年間利用者がい

たのが、まだ今９０万人弱という状況です。ま

ずは、利用者を増やすためにどうしていくのか

を指定管理者側にも我々が担当所属を含めて指

導しています。 

 株式会社大分フットボールクラブについては、

外郭団体として、今コロナ禍の影響で累積赤字

がまだ出ている状況なので、そういったところ

を鑑みながら、まずは累積赤字の解消に向けて

どうやっていくのか担当部局と協議しながら、

法人に対してもできる限り早期解消に向けて動

いていきたい。そして県民、経済会、県合わせ

て三位一体で支援する県民会議の合意もあるの

で、それを含めて、より良い形でドームの在り

方を調整していければと思っています。 

麻生委員 使用料の受益者負担の公平性、並び

に今後の活用方法、経済波及効果、いろいろ考

えてみると、これは徹底的に考えていく必要が

あろうかと思います。 

 部長、是非、これは企画振興部あるいは土木

建築部とも総合調整が必要な案件なので、その

ことは強く求めておきたいと思います。 

若林総務部長 一言だけ。減免の話があり、経

営状況報告概要書の記載ぶりの御指摘もあった

のですが、さきほど課長が答弁したとおり、累

積赤字がいまだ解消していないということで、

法人の経営として、今あるべき姿までいってい

ないという認識は我々もあります。 

 強いて言えば、減免とやはりその先、トリニ

ータが成り立たなくなってしまっては元も子も

ないところもあって、県民会議等をやりながら

県庁全体でどうしていくのかを考えているとこ

ろなので、法人の経営があるべき姿に行くとい

うのは、我々もしっかりとそこは考えているの

は御理解いただければと思います。 

 また、経済効果云々のお話もおっしゃるとお

りのところもあって、正しくスポーツ振興課と

いう組織も作って、スポーツ施設の在り方と地

域活性化を検討する体制も整えて、今頑張って

おり、引き続きしっかり努力していきます。 

阿部（長）副委員長 ほかに、事前通告されて

いない委員で質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 事前通告が２名の委員外

議員から出されているので、事前通告のあった

委員外議員の質疑を行います。 

守永委員外議員 １点お尋ねしますが、令和６

年度一般会計及び特別会計決算事業別説明書２

０ページ、こころの健康事業費についてです。 

 職員のメンタルヘルスのケアを様々な体制の

中で行うように書かれています。一つ一つ、大

事なことだと思いますが、そのような中で執務

室を訪ねて相談する職員もいると思うけども、

そのような場合に、プライバシーに配慮しなが

ら面接できる場所はこれまでも確保されてきて

いると思うけども、それが現状として確保しや

すい環境にあるのかを確認したいのと、また相

談を受ける中で、そのような場所を確保するこ

との重要性についてどのように考えているか、

教えてほしいと思います。 

三浦人事課長 こころの健康事業費についての

御質疑でした。 

 メンタルヘルスに係る職員からの相談につい

ては、保健師の相談や臨床心理士によるカウン

セリング、そういった相談等、様々あるけれど

も、まず現状を申し上げると、令和６年度の相

談実績については年間で１，０５２件、１日当

たりに換算すると４、５件といった状況です。 

 御質疑にあった面談ですけれども、やはり安

心して相談ができる、プライバシーに配慮した

環境は必要ではないかと考えており、現在、個

別の相談室を４部屋設けている状況です。相談

にあたっては入りやすい、執務室を通らずに直

接、相談室に入れるように別途出入口を設けて

いるところでして、安心して緊張を和らげなが

ら来室できるような配慮をしているところです。 

 今後も安心して相談に来られるように、相談

者の声にも耳を傾けながら、より良い相談環境

を作っていきたいと思っています。 

守永委員外議員 プライバシーの配慮を大切に

考えているのを聞いて安心しました。 

 気になるのが、オフィス改革で、本館で言え

ば７階を皮切りに、また総務部のあるフロアに
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ついてもそのうち検討していくと思うのですが、

その中でプライバシー保護に気を付けながら面

談できる場所の確保が非常に難しくなってくる

のじゃないのかが気がかりです。 

 今、７階の商工観光労働部のフロアをこうい

うふうに変えていこうという案を示しながら議

論しているようですけども、商工観光労働部の

中でも労働相談を受けるスペースの確保が難し

いのじゃないのかとなっているので、そのよう

なプライバシーに配慮する部分もしっかり押さ

えながら、今後、そういった環境が損なわれな

いように気を付けていただければと思います。

よろしくお願いします。 

堤委員外議員 まず１点目。令和６年度一般会

計及び特別会計決算事業別説明書１０ページの

指定管理施設等運営対策費、さきほど答弁があ

ったので、その答弁に基づいて質疑します。 

 まず一つは賃上げの状況で、変更する前と後。

つまり、賃上げについていろんな状況を確認し、

変更協定をしている話があったけども、実際に

どういうふうな金額に上がったのか、１人当た

り、平均でもいいけども、相対が分かるのかど

うかが一つ。 

 それと、そこで働く人たちの雇用形態がどう

なのか。圧倒的に非正規の方が多いと思うけど

も、そういう方に対する賃上げを、先ほど安田

課長が言ったような中身で非正規の方にも１０

０％行っているのか、正規だけに行っているの

か。例えば非正規の８割にしか行っていないと

か、もしそういう状況があれば是正せないかん

と思うけども、そこら辺の実態はどうか。 

 それと、指定管理の中で、ほとんどは非正規

で直接雇用と思うけども、下請に依頼している

ところがあるのかどうかが一つ。つまり、指定

管理者があって、その下請に仕事を任せている

場合、そういうところの賃上げはどういうふう

に指導しているのか、また確認をしているか教

えてください。 

 それと、この前の９月補正予算が来年１月１

日の最低賃金引上げ８１円に該当するようにな

るわね、今回の補正予算が。それについて、ど

のように指定管理施設の賃上げが確認されてい

くのか流れを少し教えてください。 

 次は主要な施策の成果３０４ページ、マイナ

ンバーカード利活用推進事業の関係。昨年度の

マイナンバーカード申請率は９２．３％となっ

ているけども、失効とか、そういうふうな比率

はつかんでいるのでしょうか。 

 また、ポイント付与基盤の構築と言っている

けど、大分県版マイナポイントを活用する事業

所数が１０となっているけども、これ、ちょっ

と少ないのではないか。この状況を少し教えて

ください。 

 最後に、同じ３０６ページで情報セキュリテ

ィ対策高度化事業ね。これまでは県等のサーバ

ー等への侵入とか、また、その影響があったの

かどうかを少し教えてください。 

安田行政企画課長 令和６年度に行った指定管

理施設等運営対策費については、先ほどの答弁

でも申し上げたように、まず、賃上げにより全

体的に１億１，７００万円ほど上がっているの

ですけども、個別の人、人役というか、対応し

ている人に対して何％上がっているかまでは確

認していません。こちらの方では持っていませ

ん。 

 昨年度の対策費で補正した部分については、

あくまで指定管理事業者の人件費に対して上乗

せしています。ですので、その中では下請等は

基本的には入っていないと考えています。指定

管理事業者の中には当然、正規職員と非常勤職

員もいるが、その分も含めて昨年度の補正予算

に挙げていて、それもこの効果の１億１，７０

０万円の中には入っていると認識しています。 

 一部、相対的に前年と比較したときに賃金が

上がらなかった施設が中にあったのですけども、

そこについては、実際になぜ上がらなかったか

確認をして、その結果としては、指定管理者と

して職員の配置を工夫して、配置の仕方、年齢

とかもあるので、それが少し若返ったとか、そ

ういったことによって全体が下がったけども、

１人当たりの賃金を上げた確認はしています。 

 下請についても今年の９月補正予算で計上し

た対策費については、指定管理者そのものの人

件費ではなく、実際にその下請をする、要は清
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掃だったり警備委託だったり、指定管理事業者

の部分の経費の賃金上昇につながるよう補正を

組んだものであり、そちらについては実際に今

回、賃金スライドの導入も併せて行っています。 

 要は、指定管理者から第三者の事業者に対す

る委託先が、実際に賃金の引上げを行ったかど

うかの確認についても、必要に応じて、指定管

理者から委託契約書とか必要な書類を見せても

らうように、事前に指定管理者側に通知して、

やり取りするようにしているところです。 

居石デジタル政策課長 御質疑の２点目、３点

目について回答します。 

 ２点目のマイナンバー利活用推進事業です。

失効や取消しの数は制度もないので把握してい

ませんが、全体の交付枚数からそういったもの

を引いた保有枚数や保有率は国が把握し公表し

ており、大分県においては昨年度末の時点で保

有率は７９．３％です。 

 本事業の趣旨はマイナンバーカードの保有の

きっかけをつくることで、国のシステムを活用

しつつ、令和４年度から３か年実施し、令和４

年度は３事業、５年度は４事業で、６年度は１

０事業と拡大してきたところです。 

 趣旨としては、マイナンバーカードを使うき

っかけにしてほしいのと、県の各種施策の中で

利用者を増やしたい、そこあたりを合致したも

のです。 

 今、約８割の人がマイナンバーカードを保有

している状況になっているので、今後はそのき

っかけを創出するよりも、むしろ行政手続の活

用とか、本当に使えるところ、利活用のシーン

とか、利便性を高める、そういったところに一

層注力していきたいと考えています。 

 ２点目、情報セキュリティ対策高度化事業に

ついてです。本事業はインターネット通信、県

とインターネットをつなぐところ、セキュリテ

ィクラウドというシステムを用いて、セキュリ

ティ対策を実施しているものです。通信の監視

とか、そういったことです。 

 昨年度で言うと、日常的に各種、サイバー攻

撃の兆候のあるものは確認されており、昨年度

１年間で６４０万件のアクセスを遮断していま

す。 

 平成２９年にこのセキュリティクラウドを導

入して以降は、県の中の不正侵入とか、情報漏

えいといった事例は発生していません。 

 いずれにせよ、サイバー攻撃が多様化、巧妙

化しているので、しっかりとこのセキュリティ

クラウドの運用を進めていきたいと考えていま

す。 

堤委員外議員 指定管理の関係で、元請があっ

て下請、また当然、非正規の方の直接雇用とい

ろいろ流れがあるわね。今回の指定管理者の分

だけの事業だと、下請まで上がっているか分か

らないと。 

 であればね、その下請の方の雇用についての

指導は元請にきちんとしているのか。つまり、

大分県内で事業をしている人だから、当然、元

請であろうと下請であろうと孫請だろうと、当

然、賃上げはもう必要なわけです。ただ、その

原資がなければ出来ない。それは元請からお金

がちゃんと来なければ、それは出来ないわけね。 

 だから、元請である指定管理者にお金をあげ

ているのであれば、本来、下請、孫請までどう

いう形でお金が流れて従業員の給料が上がって

いるかは確認せないかんと思うけども、そこま

ではしてないということでしょう。だから、そ

れはやっぱり一つには検討するべき課題ではな

いかと思います。 

 もう一つ、元請、下請との関係で言うと、偽

装請負になりがちなところも出てくるのですね。

その部分の管理もちゃんとしているのか。下請

けの管理、元請に対する指導、下請がどういう

状況かを事業の中でしているのか、その２点を

少し聞きます。 

 それと、マイナンバーカードが大体８割ぐら

いの申請率だけど、さっき言った交付申請をし

なかった比率は全国的には出ているのですか。

つまり、資格を喪失した比率が分かれば教えて

ください。その２点。 

安田行政企画課長 昨年度に実施した分は、さ

きほど申し上げたように、実際の下請というよ

り指定管理者そのものの人件費を上げる形で、

今年９月に補正予算を提出した事業は、これま
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で指定管理者、通常は５年間ほどの長期契約な

ので、その中でいかに工夫してやりくりをして

いくのか。経費もそうだけど、結局その契約価

格の中で、人件費に充てるのか、違うところに

充てるのかまた人件費ではなくて、中には創意

工夫で、例えば清掃関係とか、いろんな部分で

デジタルだったり、ロボットを入れたり、違う

工夫の仕方も出てくるので、そこの創意工夫で

どうしていくのかが指定管理者の判断だと思い

ます。 

 指導については、おかしな契約をしてないか

とか、毎年、実績報告をもらう中で、各施設の

担当所属でヒアリング等をして、全体の指定管

理者がその施設の利活用を含めていかに施設を

活用しているかを見る上で、民間の委員を入れ

た評価部会を設け、その中でそういった報告を

もらい、今後の利活用や運営について意見をさ

せてもらっている状況です。 

 ９月補正予算で挙げた部分は、さきほど申し

たけれども、下請、要は人件費がメインとなる

清掃とか警備とかは第三者に委託するので、実

際にその見積りを取って、単価が出ているもの

を次に賃上げでこうしますという契約をする前

提で協定の見直しに入るので、そこの確認は今

後出来るようになると思っています。 

居石デジタル政策課長 失効や取消しのところ

をピンポイントで把握するのは制度上難しいと

ころで、数字としてはありません。 

 概算としては、申請率では延べ数になるけれ

ど、今持っている人の数を引けば、失効した方

とか、取り消した数とかそういったものが分か

るけど、ピンポイントでそれぞれの数は把握出

来ていません。 

阿部（長）副委員長 ほかに委員外議員で質疑

はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、本日の質疑等

を踏まえ、全体を通して委員の方からほかに何

か質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 ほかにないので、これで

質疑を終了します。 

 これをもって総務部関係の審査を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 

 

  〔総務部、委員外議員退室〕 

 

阿部（長）副委員長 これより決算審査報告に

ついて内部協議に入ります。 

 さきほどの総務部の審査における質疑等を踏

まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思い

ますが、特に、指摘事項や来年度予算へ反映さ

せるべき意見、要望事項等があればお願いしま

す。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 特にないので、審査報告

書案の取りまとめについては、本日の審査にお

ける質疑を踏まえ、委員長に御一任いただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、そのようにし

ます。 

 以上で総務部関係の審査報告書の検討を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

          午後０時０５分休憩 

――――――――――― 
         午後１時００分再開 

森委員長 休憩前に引き続き、委員会を開きま

す。 
これより、商工観光労働部関係の審査を行い

ます。執行部の説明は、要請した時間の範囲内

となるよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。 
それでは、商工観光労働部長及び関係課・室

長の説明を求めます。 
小田切商工観光労働部長 令和６年度決算特別

委員会審査報告書に対する措置状況について、

御報告します。なお、本日はサイドブックスの

ページ通知機能を使用するので、タブレット画

面右下に青い通知が出ましたらタッチしてくだ

さい。 
 お手元の資料番号１３、令和６年度決算特別
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委員会審査報告書に対する措置状況報告書を使

って御説明します。 
 資料の８ページをお開きください。 
（２）収入未済額の縮減のうち、中小企業設

備導入資金の措置状況を御報告します。右側の

措置結果の欄の中ほど、２段落目を御覧くださ

い。 
この未収金は、昭和５０年代から平成初期に

貸付を行ったものであり、現在その多くは主債

務者の倒産等により回収が困難な状況にありま

す。しかしながら、財源の確保や公平な負担を

徹底するため、主債務者の経営状況や連帯保証

人の所得、資産の実態把握等を行い、未収債権

の回収に努めているところであり、令和６年度

は、３０万円を回収しました。今年度も、債務

者等に対する積極的な交渉などにより早期回収

の徹底、強化を図るとともに、主債務者に対す

る定期的な経営状況の確認等によって、新たな

延滞の発生防止を図るなど、収入未済額の減少

に努めます。 
 続いて、１９ページをお開きください。 
（３）個別事項のうち、⑦大分県観光産業の

振興について御報告します。右側の措置結果の

欄を御覧ください。 
県では、昨年度、県内外の有識者による大分

県観光の更なる発展に向けた有識者会議を開催

し、主に三つのポイントについて提言をいただ

きました。 
１点目は、県とツーリズムおおいたの役割分

担の明確化と連携の強化です。マーケティング

やプロモーション等のＤＭＯが担う役割はツー

リズムおおいたに集約し一元的に実施するとと

もに、効果的・効率的な施策推進を図るため、

同一の場所で業務を行うこととされました。 
２点目は、ツーリズムおおいたの専門性の強

化です。設立の原点である民間主体による民間

発想の機動的な組織を実現するため、マーケテ

ィング知識を持つ民間経験者を事業執行責任者

として登用するとともに、プロパー職員の確保

・育成や専門人材を有効活用することとされま

した。 
３点目は、ツーリズムおおいたが主体的に事

業を展開できるよう、財源面からその仕組みを

構築することです。 
これらの提言を踏まえ庁内プロジェクトチー

ムにおいて議論を重ねており、本気度とスピー

ド感を持って検討を進めます。 
引き続き、本県観光の基盤を強化し、地域経

済に好循環をもたらす持続可能な観光地域づく

りに取り組みます。 
 続いて、２０ページをお開きください。 
 ⑧ＵＩＪターンのさらなる取組の推進及び就

職先の確保について御報告します。 
右側の措置結果の欄を御覧ください。 
ｄｏｔ．（ドット）を介した県内就職者は、

設置当時の令和３年の１７人から令和６年は５

１人となるなど、着実に増えてきています。し

かしながら、近年、少子高齢化の影響や都市部

への人口流出、売手市場による企業間の激しい

人材獲得競争が続く中で、地方ではあらゆる産

業で人手不足が予想されます。 
このため、県ではｄｏｔ．のさらなる活用に

向け、大分県出身者に限らず、新たに九州内等

から福岡県に進学している学生もターゲットに

加え事業を展開しています。また、福岡県内の

外国人留学生を対象とした説明会を開催するな

ど、多様な人材をターゲットにした取組を強化

しています。 
さらに、先月１日には、おおいた産業人財セ

ンターを、交通アクセスがよく帰省時などに気

軽に立ち寄ることができる大分駅アミュプラザ

おおいた内に移転しました。 
今後も、求職者や県内企業に寄り添った支援

を行うとともに、企業誘致環境の整備に取り組

み、県内労働力の確保に努めます。 
 続いて、令和６年度の商工観光労働部関係事

業の決算について御説明します。 
 お手元の資料番号１０、令和６年度一般会計

及び特別会計決算事業別説明書の１４５ページ

をお開きください。令和６年度歳出決算総括表

です。 
 商工観光労働部の一般会計の歳出決算額は、

一番上の表の左から４列目、支出済額欄の一番

下にあるように６８３億３，０９６万７，８３
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２円です。 
 また、中小企業設備導入資金特別会計の歳出

決算額は、真ん中の表の支出済額欄の一番下に

あるように４，４１５万１，７００円です。 
 さらに、流通業務団地造成事業特別会計の歳

出決算額は、一番下の表の支出済額欄の一番下

にあるように１億８，５５３万１，３２１円で

す。 
 続いて、令和６年度の主な事業について、御

説明します。別冊の資料番号１１－２、大分県

長期総合計画の実施状況についてを御覧くださ

い。 
 資料の１９０ページをお開きください。上か

ら２番目、中小企業金融対策費です。 
この事業は、中小企業が資金を円滑に調達で

きるよう県制度資金を設け、民間や政府系金融

機関による中小企業向けの金融を補完するとと

もに、新型コロナウイルス感染症の影響を受け

た中小企業・小規模事業者の借入に対する利子

補給を行うものです。 
令和６年度は、賃上げに取り組む事業者の経

営力強化を図る経営力強化資金を創設し、人件

費上昇の影響を受ける事業者の資金繰り支援を

行うなど、効果的な金融対策を推進しました。 
その結果、右上の成果指標の欄のとおり、県

内中小企業１社当たりの融資金額は１１９万２

千円と目標を達成することとなりました。 
今後も引き続き、原材料価格の高騰や人件費

の上昇など、社会・経済情勢の変化に応じ、中

小企業への円滑な資金供給を行うことができる

よう備えるとともに、経営改善や災害からの復

旧等、様々な資金需要に柔軟に対応します。 
 続いて、１９７ページをお開きください。一

番上、おおいたＬＳＩクラスター構想推進事業

です。 
本事業は、半導体産業の競争力強化のため、

人材育成や技術力向上、海外企業との交流など

を支援するものです。 
令和６年度の主な取組としては、研究開発に

対する助成、半導体関連セミナー、企業と学生

との共同研究に対する支援など、技術力向上に

関する事業を実施しました。 

その結果、右上の成果指標の欄にあるとおり、

研究開発による事業化件数は１８件と目標を達

成しました。 
また、台湾企業との商談会を大分県、台湾で

開催するなど、海外とのさらなる交流深化や販

路拡大にも取り組みました。 
このほか、大型展示会への出展や大分県・岩

手県・三重県の企業会及び県同士が、半導体関

連産業の振興にかかわる連携協定を初めて締結

するなどネットワークの強化を図りました。 
引き続き、大分県ＬＳＩクラスター形成推進

会議を核に、新生シリコンアイランド九州の一

翼を担っていきます。 
続いて、２３０ページをお開きください。上

から２番目、おおいた元気企業マッチング促進

事業です。 
この事業は、高校生・大学生の県内就職を促

進するため、企業とのマッチングイベントを実

施するとともに、情報発信を強化することで、

県内企業の人材確保を支援するものです。 
令和６年度は高校生向け企業説明会を７月に

クラサス武道スポーツセンターで開催し、企業

２２２社、高校生１，９１７人が参加しました。

また、理系学生向けに若手社員との交流会を大

分大学、日本文理大学、工科短期大学で実施す

るとともに、県内外の大学等８校の教員と県内

企業６２社との情報交換会も開催しました。 
右上の成果指標欄のとおり、理系学部出身者

の県内就職率は２５．３％となり、目標まであ

と少しとなりました。今後も、高校生・大学生

の県内企業への就職を促進し、人材確保を支援

します。 
最後に、２０８ページをお開きください。上

から２番目、国内誘客総合推進事業です。 
この事業は、デスティネーションキャンペー

ン（ＤＣ）本番年における国内旅行者の誘客と

県内周遊を促進するため、プロモーションを強

化するとともに、リピーターの創出、デジタル

マーケティングの活用、教育旅行などの団体旅

行の誘致も含めた総合的な誘客対策を実施した

ものです。 
具体的には、カルチャーイベントなどＤＣの
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ための特別企画を実施したほか、個人や団体旅

行を促すための補助、オンライン旅行サイトと

連携したポイント還元キャンペーンなどを行い、

県外からの誘客に取り組みました。 
また、右上の成果指標のとおり、県内宿泊客

数は８３２万９千人と目標をおおむね達成して

います。 
このほか、ＤＣ実施に伴う県民のおもてなし

意識や観光に対する機運の高まりを受け、県民

目線で大分県の観光地の魅力をＳＮＳ発信する

ＤＩＧ ＯＩＴＡを昨年１１月にスタートさせ

ました。 
今後も、ＤＣ事業で得られた知見をいかし、

観光誘客に取り組みます。 
続いて、令和６年度行政監査及び包括外部監

査結果のうち、商工観光労働部関係部分につい

て御報告します。 
 お手元の資料番号１６、令和６年度行政監査

・包括外部監査の結果の概要を御覧ください。 
 まず、行政監査結果についてです。３ページ

をお開きください。 
令和６年度は、２監査テーマ及び目的にある

とおり、人材育成についてをテーマに実施され

ましたが、当部に関する指摘はありませんでし

た。 
続いて、包括外部監査結果についてです。６

ページをお開きください。 
令和６年度は、３監査テーマ及び監査対象に

あるとおり、環境関連施策についてをテーマに

実施されました。当部の関係で不備事項はあり

ませんでしたが、改善事項１件、勧奨事項６件

の計７件の指摘がありました。 
そのうち、改善事項となった項目について御

説明します。２３ページをお開きください。 
７４番、エネルギー関連産業成長促進事業に

おいて、任意団体に対する指導指針である「県

が関与する任意団体の設立及び運営に関する指

針」に則った経営状況の公表を行っていただき

たいとの指摘がありました。これを踏まえ、令

和７年１月１４日までに決算状況等を掲載した

過去３か年度の総会資料等を、エネルギー産業

企業会のホームページに掲載しました。 

 今後、同様の指摘をいただくことがないよう、

所管する任意団体に対する適切な指導・監督に

努めます。 
市原商工観光労働企画課長 商工観光労働企画

課の決算について、主なものを御説明します。 
お手元の資料番号１１－２、大分県長期総合

計画の実施状況についてを使って御説明します。 
 １９２ページをお開きください。一番上、小

規模事業支援事業です。 
この事業は、商工会や商工会議所が取り組む

経営改善普及事業を支援することで、小規模事

業者の振興と経営の安定を図ることを目的とし

ています。 
令和６年度は、経営指導員による巡回指導を

はじめ、事業者向け講習会の開催などを支援す

るとともに、大分県商工会議所連合会内に設置

した専門指導センターの運営経費や商工会職員

の機能的配置に係る支援を行い、商工会等の支

援体制の強化を行いました。 
これらの取組により、成果指標の欄にあると

おり、経営革新計画など国や県の承認件数は、

目標を大きく上回る１４７件となりました。 
引き続き、小規模事業者に一層寄り添った支

援を行います。 
井上経営創造・金融課長 経営創造・金融課の

決算について、主なものを御説明します。 
 １９１ページをお開きください。一番下、お

おいたスタートアップ支援事業です。 
この事業は、おおいたスタートアップセンタ

ーを中心に創業の裾野拡大と成長志向の高い起

業家の発掘・育成を行うことを目的としていま

す。 
令和６年度は、市町村や商工団体等と連携し

創業セミナー等を各地域で開催するとともに、

成長志向の高い起業家に対する伴走支援をはじ

め、女性や若手後継者など、対象を絞った支援

も実施しました。 
その結果、右上の成果指標の欄にあるように、

創業支援件数は過去最高の７２０件となり、目

標としていた年間７００件を超える創業を達成

することができました。 
引き続き、雇用創出等を通じて地域の社会経
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済活性化に重要な創業・スタートアップ支援に

努めます。 
続いて、特別会計について御説明します。 
１９０ページをお開きください。一番上、中

小企業設備導入資金特別会計です。 
この事業は中小企業者の事業共同化、協業化、

集団化等による経営体質の改善を図るため、必

要な資金の融資を行うものです。 
令和６年度は、中小企業基盤整備機構に対し

広域的なガス事業に要する資金１件を貸し付け、

右上の成果指標の欄にある目標数値を達成して

います。また、高度化資金の貸付先である事業

者からの返済金について、中小企業基盤整備機

構への償還及び一般会計への繰出しを行ってい

ます。 
今後とも計画に基づいた資金供給を行います。 

工藤工業振興課長 工業振興課の決算について、

主なものを御説明します。 
１９６ページをお開きください。一番下、自

動車関連産業企業力向上事業です。 
この事業は、自動車関連企業の競争力強化の

ため、販路開拓や技術力向上、電動化対応など

を支援するものです。 
令和６年度は、主な事業内容のとおり、大分

県産業創造機構に設置した自動車関連産業支援

プロジェクトチームによる新規参入や取引拡大

を支援したほか、大分県自動車関連企業会を通

じ、金型技術者やチームリーダーの育成講座の

開催、次世代自動車関連産業参入補助金による

新規展開の支援など、社会情勢や企業のニーズ

を踏まえた取組を実施しました。 
加えて、試作品開発補助による経営多角化や

商談会への出展助成により、販路開拓も支援し

ました。 
引き続き、自動車の電動化等で新たに広がる

市場へ挑戦し、経営の多角化による新たな経営

基盤の確立を目指す企業を支援するとともに、

提案型企業を目指し新規参入を推進する人材の

育成を推進します。 
阿部産業ＧＸ推進室長 新産業振興室の決算に

ついて、主なものを御説明します。 
 ２９４ページをお開きください。上から２番

目、エネルギー関連産業成長促進事業です。 
この事業は、エネルギー関連産業の成長を促

進するため、大分県エネルギー産業企業会を中

心に、本県の強みを活かしたエネルギー関連施

策を実施するものです。 
令和６年度は、主な事業内容のとおり、大分

県エネルギー産業企業会を通じて、水素関連産

業の事業化支援やエコエネルギーに関する県内

企業のチャレンジを支援するとともに、県内企

業の展示会出展等を支援しました。 
また、県民の地熱発電への理解を促進するた

め、地熱シンポジウムをはじめとした各種イベ

ントの開催や地熱利用を促進するための設備導

入支援を行いました。 
引き続き、大分県版水素サプライチェーンの

構築に向けた取組を推進するとともに、地熱な

ど本県の強みをいかした再生可能エネルギーの

導入を促進する等、エコエネルギーによる地域

活性化を支援します。 
加来先端技術挑戦課長 ＤＸ推進課の決算につ

いて、主なものを御説明します。 
 ２９８ページをお開きください。一番上、中

小企業等ＤＸ促進事業です。 
この事業は、生産性向上に向けて、データに

基づく経営を行う中小企業の創出を推進するた

め、その支援を行う人材を育成するものです。 
昨年度は、商工会議所や金融機関等の職員を

対象に、データ活用の実践に向けた研修及び交

流会を実施しました。その結果、データ経営に

取り組む県内企業を支援する人材として３７名

を育成したほか、実地研修では既存データの傾

向を分析し、売上向上に向けた取組を開始した

企業が生まれています。 
引き続き、データ経営に向けた挑戦を支援す

る人材を育成し、県内企業のＤＸを後押しして

いきます。 
続いて、先端技術挑戦課の決算について、主

なものを御説明します。 
 ３１２ページをお開きください。上から２番

目、次世代空モビリティ産業促進事業です。 
この事業は、今後成長が期待される次世代空

モビリティ産業の振興を図るため、参入に挑戦
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する県内企業等を支援するとともに、国内外の

開発動向など各種情報の収集を行うものです。 
昨年度は、関連技術の開発を行う県内企業を

支援するため、産業科学技術センターの機器整

備を行ったほか、空飛ぶクルマの安全な運航の

ための電波アセスメントなどの研究開発を２件、

商用サービス開発では、大分県央飛行場での実

証飛行を支援しました。 
また、空飛ぶクルマ等の理解促進に向け、県

内企業向けセミナーを２回、県民向けイベント

を１回開催しました。 
引き続き、県内での空飛ぶクルマの社会実装

に向け、ルート調査や離着陸場の候補地選定等

を支援していきます。 
村上商業・サービス業振興課長 商業・サービ

ス業振興課の決算について、主なものを御説明

します。 
２０３ページをお開きください。一番下、県

産加工食品海外展開サポート事業です。 
この事業は、県産加工食品の海外展開を促進

するため、輸出に取り組む県内中小企業に対し

商談会やセミナー開催などを通じて支援を行う

ものです。 
昨年９月には、ジェトロ大分、中小企業基盤

整備機構や県貿易協会等とともにＯｉｔａ食輸

出コンソーシアムを設立し、関係機関との連携

強化を図り、輸出に取り組む県内中小企業に段

階に応じた切れ目ない支援を行いました。 
今年１月には、大分市内で海外バイヤー招聘

商談会を開催し、４４事業者が参加、１２件の

成約がありました。また、県が海外で開催、出

展した展示・商談会に県内中小企業２８社が出

展するとともに、サポート補助金により１４社

の海外展開を支援したところです。 
今年６月には、ジェトロや貿易協会とオンラ

インカタログ、ジャパンストリートでの商談機

会獲得などに係る連携合意書を締結し、海外バ

イヤーとのマッチングを促進しているところで

あり、今後も各支援機関と一層連携し、支援を

強化します。 
小野企業立地推進課長 企業立地推進課の決算

について、主なものを御説明します。 

 ２７２ページをお開きください。上から２番

目、企業立地促進事業です。 
この事業は、戦略的・効果的な企業誘致を推

進するため、新たに立地や増設した企業の設備

投資額や新規雇用者数等に応じて助成するもの

です。 
昨年度は、右上の成果指標欄のとおり、目標

値５０件に対し、５０件の企業誘致を実現した

ところです。 
産業構造の転換やサプライチェーンの国内回

帰等により、製造業の国内投資が活発化する一

方で、産業用地の不足が課題となっています。

そこで、令和６年度からの３か年間を産業用地

整備加速化期間と定め、市町村を集中的に支援

するとともに、官民連携による産業用地整備を

進めるため、参加事業者の公募を実施していま

す。 
続いて、特別会計について御説明します。 
２７３ページをお開きください。一番下、流

通業務団地造成事業です。 
この事業は、東九州における広域的な流通拠

点の形成を図るために整備した大分流通業務団

地にかかる安全・防災・環境対策等の事業費積

立て等を行うことを目的としていました。 
昨年度、最後の区画の売却が完了したことに

より、右上の成果指標欄の達成率は１００％に

なり、流通業務団地の分譲面積４７万４３２平

方メートルすべてが完売となりました。 
よって、本事業を行うための特別会計につい

ても、令和６年度末をもって廃止したことを御

報告します。 
佐藤産業人材政策課長 産業人材政策課の決算

について、主なものを御説明します。 
 ２２９ページをお開きください。一番下、Ｕ

ＩＪターン就職等支援加速化事業です。 
この事業は、おおいた産業人財センター及び

プロフェッショナル人材活用センターの運営に

より、産業人材の確保と本県への移住定住を促

進するものです。 
令和６年度は、成果指標であるおおいた産業

人財センターを通じた県内企業就職内定者数は、

目標値に達しませんでしたが、先月１日におお
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いた産業人財センターを、交通アクセスがよく

若者が気軽に立ち寄ることができる大分駅アミ

ュプラザおおいた内に移転するとともに、新た

に人材確保アドバイザーを配置するなど県内企

業への支援を強化することで、目標の達成に努

めたいと思います。 
引き続き、企業・求職者双方に対し、きめ細

かな支援を行うことで、県内就職者数の増加に

努めます。 
黒川雇用労働室長 雇用労働室の決算について、

主なものを御説明します。 
１９１ページをお開きください。一番上、中

小企業等業務改善支援事業です。 
この事業は、生産性を向上させ賃金を引き上

げる中小企業等を支援するため、国の業務改善

助成金の採択を受けた事業者に対し、県の奨励

金を上乗せ支給するものです。 
令和６年度は、国助成金の交付決定を受けた

事業者が県に提出した申請件数は２５４件と目

標値を上回りました。 
この２５４件のうち、令和６年度中に奨励金

を支給した申請は１８１件、残りの申請の多く

は、国の助成金の額の確定が遅れたため、令和

７年度に支給しています。 
９月補正予算では、奨励金に重点枠を創設し

ました。今後も、賃金と物価の好循環の創出に

向け、生産性向上による持続的な賃上げが実現

できるよう取組を強化します。 
相本観光政策課長 観光政策課の決算について、

主なものを御説明します。 
 ２１４ページをお開きください。一番下、ツ

ーリズム推進基盤強化事業です。 
この事業は、本県観光振興の旗振り役である

ツーリズムおおいたのマーケティング機能強化

やアウトドアガイド認証制度の活用によるアド

ベンチャーツーリズムの推進等を図るものです。 
マーケティングについては、来訪者の年代や

出発地といったデータを分析の上、市町村等に

提供し、地域におけるイベントのブラッシュア

ップやターゲットを絞ったプロモーションに活

用されました。 
また、アウトドアガイド認証制度については、

令和５年の運用開始以来、着実に登録者を増や

し、令和６年度末時点で３５名となっています。

登録ガイドに対して、野外救急法の国際資格を

取得できる講習会を開催し、参加した全１２名

が資格取得する等、安心安全なアウトドア活動

を支援しました。 
今後も、ツーリズムおおいたのマーケティン

グ機能の一層の強化等を通じて、市町村や市町

村観光協会等との連携を深め、住んでよし訪れ

てよしの持続可能なおんせん県おおいたのさら

なる発展を目指します。 
吉野観光誘致促進室長 観光誘致促進室の決算

について、主なものを御説明します。 
 ２０９ページをお開きください。一番上、イ

ンバウンド推進事業です。 
この事業は、インバウンド需要の本格復活及

び大阪・関西万博等の国際イベントを見据え、

東アジアのリピーター層のさらなる取り込みに

加え、欧米豪等の新たな観光客の獲得を図るた

め、ターゲット市場のニーズに対応した誘客対

策や情報発信を実施したものです。 
令和６年度は、九つの国・地域を重点的に、

誘客を図る対象と定め、戦略パートナーを設置

し、各地域に応じて旅行会社へのセールス、旅

行博への出展、観光セミナー・商談会の開催、

メディア招聘ツアーなどを開催しました。 
その結果、令和６年の外国人宿泊客数はコロ

ナ禍前の水準を超え過去最多の１５６万９千人

となり、前年比で２０％増加しました。 
今後も、各国・地域のニーズに応じた観光コ

ンテンツの磨き上げを行い、引き続き関係団体

と連携しアジア圏や欧米豪のインバウンド増加

を図っていきます。 
市原商工観光労働企画課長 続いて、決算の予

算額に対する増減額、収入未済額等について、

御説明します。 
お手元の資料番号９、令和６年度決算附属調

書を御覧ください。 
 まず、一般会計決算のうち、主なものを御説

明します。 
 資料の１５ページをお開きください。歳入決

算額の予算に対する増減額調書です。 
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商工費国庫補助金のうち、減収となったもの

の上から２番目、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金４億９５１万円は、物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金として交

付されたことによるものです。 
 次に、資料の３２ページをお開きください。

不用額調書です。 
一番左の科目欄中ほど、商工費の上から６行

目の工鉱業振興費４億５，９４５万６０６円は、

中小企業等省力化・生産性向上支援事業費の補

助金等が見込みを下回ったことによるものです。 
下から３行目にある観光総務費１億２，７７

１万２，０５７円は、国内誘客総合推進事業費

の補助金等が見込みを下回ったことによるもの

です。 
続いて、特別会計における歳出関係を御説明

します。 
資料の７８ページをお開きください。不用額

調書です。 
一番左の科目欄の下から二つ目の項目、中小

企業設備導入資金特別会計の予備費１，２４９

万４千円は、充当事業がありませんでしたので

全額を翌年度に繰り越したものです。 
次に、資料の８２ページをお開きください。 

収入未済額調書です。 
一番左の科目欄の上から二つ目の項目、中小

企業設備導入資金特別会計の諸収入８億９，８

７５万１，５０４円は、高度化資金貸付金が貸

付先の倒産や経営不振により延滞となっている

ものです。 
森委員長 以上で説明は終わりました。これよ

り質疑に入ります。 
執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。 
事前通告が９名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 
吉村委員 まず、令和６年度一般会計及び特別

会計決算事業別説明書の１６１ページ、企業立

地促進事業費についてです。 
令和６年度における企業訪問件数１，８７０

件とありますが、主な訪問先の都道府県につい

てと、それから令和６年度における企業誘致件

数が目標値５０に対して、５０件ということで

成果が上がっているわけですけども、その中で、

新たに雇用された人数がどのぐらいかお伺いし

ます。 
それから、人手不足だとか、県外流出という

ことが大きな課題になってきていますが、新た

に誘致された企業等について、地元の高校生が

選んでいるのかどうかお伺いをします。 
それから１６９ページですけれども、外国人

労働者受入対策強化事業費。人手不足を含めて、

今、技能実習生等、外国人材を受け入れて、そ

の企業の中で共に働いて、共に企業に活力を与

えていくことが求められている中で、様々な取

組がされているかと思います。その中で、就業

環境等整備促進事業の主な事業内容についてと、

特に外国人が増えてくる中で、日本語教育に取

り組んでいる企業も多いかと思いますけれども、

具体的な成果等についてお伺いします。 
それから、外国人材、外国人労働者が増えて

いく中で、受入企業から、どのような相談が寄

せられているのか、その解決に向けて、どのよ

うに取り組んでいるのかについてお伺いします。 
小野企業立地推進課長 企業立地促進事業につ

いて御質疑いただきました。 
まず、主な訪問先の都道府県ですが、１，８

７０件のうち、７３５件が東京都や神奈川県な

どの関東圏、４３０件が大阪府、兵庫県など関

西圏及び愛知県などの東海圏、３０件が福岡県

などの九州内、残りの６７５件は、県内の立地

企業への訪問件数となっています。 
二つ目の御質疑、新たな雇用者数ですが、立

地表明ベースでの集計で５４９名となっていま

す。 
三つ目、地元高校生などに選ばれているのか

という御質疑ですが、立地企業はインターンシ

ップの実施、受入れや合同企業説明会への参加、

高校就職担当者との情報交換などにより、地元

高校生などの積極的な採用につなげています。

このような取組の結果、例えば、中津東高校や

宇佐産業科学高校の令和６年度の進路状況では、

進学者も含めて、卒業生全体の２割弱から３割
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程度は県内立地企業への就職となっています。

今後も企業訪問時には、地元高校生などの積極

的な採用を誘致企業に働きかけます。 
また、自動車や半導体関連産業などのものづ

くり企業に加え、ＩＴ関連企業など、多様な魅

力的な企業の誘致により、若者に選ばれる企業

の立地をさらに推進します。 
佐藤産業人材政策課長 外国人労働者受入対策

強化事業費についての御質疑をいただきました。 
まず、就業環境等整備促進事業の主な事業内

容になりますが、これは、外国人材の就業居住

環境の改善を行う企業に対する補助で、内容と

しては、例えば和式トイレの洋式化や床のフロ

ーリング張替えなどの寮の改修、またエアコン

の設置、コミュニケーションを促進するための

翻訳機購入等に対する支援を行っています。令

和６年度からは、新たに電動自動車を補助対象

としています。 
続いて、日本語教育に取り組んでいる企業の

成果についてですが、外国人労働者の日本語教

育については、入国前に半年程度の学習を経て

日本に来ることが多く、入国後は日本語のほか、

地域での生活マナーなどを含む研修が専門の機

関によって実施されています。それを補完する

形で、企業によっては日本語講座への参考を支

援したり、翻訳機を整備するところも見られま

す。令和６年度は、この事業で翻訳機購入など、

コミュニケーション支援として５件の補助を行

いました。 
また、県においても、オンライン日本語講座

の開催や市町村に対する日本語教育実施のため

の支援を通じて、大分県在住外国人の日本語習

得機会の充実を図っています。 
次に、受入企業からの相談ですが、これは既

に雇用している外国人材の在留資格の切替えや

従事する業務に適合する在留資格がどういった

ものかといった内容が多くなっています。ただ、

最も多い相談は、これまで外国人材を受け入れ

たことがない企業からの相談で、そもそもどう

いった流れで外国人材を受け入れればよいのか、

在留資格制度とはどういうものかといった基本

的な内容が多いです。 

まずは、受入れにあたっての基本的な情報を

広く知っていただくことが重要であるため、今

後も企業向けセミナーの開催や個別の企業訪問

などを通じて、外国人材活用に関する周知啓発

に努めていくとともに、おおいたジョブステー

ション内に、今年度新設した企業向け外国人材

雇用相談窓口において、しっかりと企業をサポ

ートしていきたいと考えています。 
吉村委員 ありがとうございました。高校生が

大都市にある企業等に魅力を感じて、一旦は出

ていくことについては、やっぱり一定程度、致

し方ないと思いますが、逆に言えば、そういう

高校生が一旦は出たけれどもまた地元に戻って

こられるような魅力ある企業誘致ということ。

若者のニーズがどういうものかについても、十

分検討されて、いろいろと産業界だとか、県教

委等と連携をしながら企業誘致をされていると

思うのですけど、一つ。例えば、高校生が誘致

企業等の見学に行かれることがありますが、そ

の誘致企業のある本社への企業訪問だとか、企

業見学ということもあってもいいのかなと思い

ます。それによって、東京に本社があるけども、

大分に誘致企業が来ていて、そして大分との結

びつきも感じられるようなことも考えられると

思います。検討いただければと思います。 
それから、県内をバランスよく、誘致企業を

誘致しようということがよく言われていました

けれども、例えば、中津市で言えば、山国町に

今年度の３月にオープンしたグリーンコープな

んか、本当に中山間地域に合った企業だと思い

ます。そして地元の雇用も生まれ、非常に地元

が喜んでいるということもあったので、適地と

いうことも含めて、企業の誘致を地元、自治体

とともに、また今後も進めていただけたらと思

います。 
それから、外国人労働者受入対策強化に１点

だけ再質疑します。日本語教育等も外国人に対

してされていますが、例えば、日本人が外国人

に対して、そこにおかけくださいと言っても、

どういう意味なのかが分からない。優しい日本

語で言えば、そこに座ってくださいと。たくさ

ん日本語独特の言い回しがあるかと思いますが、
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そういう中で、日本人労働者が優しい日本語を

学ぶ環境をもっとつくっていかなきゃならない

と思うのですが、その辺が各企業においてどの

ようになっているのか。また、県としてどのよ

うに指導しているかについて、お伺いします。 
佐藤産業人材政策課長 日本人の優しい日本語

について御質疑いただきました。日本人が早口

でしゃべったりとか大分弁をしゃべったりとか

で、外国人が理解できないと。また、理解でき

ないから、分かりましたみたいな感じで返事を

してしまって、そこからトラブルになる事例も

あります。我々としては、そういう事例も紹介

しながら、企業の皆様、従業員の皆様に、優し

く、ゆっくりとしゃべっていただくことをお願

いするようセミナー等を開いたときに話もしな

がら、しっかりと伝えていきたいと考えていま

す。 
若山委員 私から１点。令和６年度一般会計及

び特別会計決算事業別説明書の１７０ページ、

主要な施策の成果の２０８ページ。さきほど部

長からも説明いただいたのですけど、デスティ

ネーションキャンペーン推進事業についてお伺

いします。 
昨年度、デスティネーションキャンペーン事

業に取り組まれたのですが、評価は２０８ペー

ジにあるようにＢ判定であったと。宿泊者の増

等、成果としては上がっていたと思うのですけ

ど、それについての課題はどう捉えているか。

また、去年から万博客の誘致等に取り組んでい

ますが、今年度の事業にデスティネーションキ

ャンペーンの課題、レガシーをどうつなげてき

たのかについてお伺いします。 
吉野観光誘致促進室長 デスティネーションキ

ャンペーン推進事業についてお答えします。 
 本事業はコロナ禍からの観光産業の復活など

を目的として、昨年４月から６月に福岡県、Ｊ

Ｒ九州、旅行会社各社と連携して、主に国内誘

客に取り組んだものです。 
ＤＣの県内の経済波及効果は約１４６億円と、

開催直前の２月に行ったＤＣ実行委員会におい

て設定した目標値１２０億円を大幅に超えるも

のになりました。 

事業の成果目標である年間の日本人宿泊客数、

目標値の９５．８％でＢ評価となりました。 
この要因ですが、令和６年の日本全体の日本

人旅行宿泊客数が対前年比でマイナス１％と低

調な状況でした。この状況を目標値設定時にな

かなか予想ができていなかったことも一因だっ

たと思っています。 
他方、県の令和６年の数値については、２０

８ページにも書いているとおり、一番下の段の

右側、実績値として６７６万人で、隣の令和５

年度の数値と比較していただくと、プラス７％

となり、ＤＣの効果が表れていると思われます。 
また、ＤＣ期間中の４月から６月の本件の日

本人宿泊客数は１６３万２千人。対前年の同期

比でプラス１１．１％です。これが全国平均で

すと、同じ４月から６月まででマイナス１．４

％ということで、やはりこの２点を考慮すると、

このキャンペーンの効果は大きかったと考えて

いるところです。 
事業終了後のレガシーとしても、例えばＤＣ

を機にＪＲ九州が運行したかんぱち・いちろく

号は、現在も人気の観光列車として、多くの方

に利用されています。香港や上海などの外国人

富裕層にも注目を集めているところです。 
一方で、ＤＣで人気の観光地に観光客が集中

したため、やはり県内をいかに周遊していただ

くかというところの課題も浮き彫りになったと

ころです。 
この課題については、ＤＣ期間中に実施した

県内周遊バスツアー、ぐるっと大分バスの旅は

好評で、課題解決に一定の効果もあったため、

今年度の宇佐神宮御鎮座１３００年事業の一つ、

大分ゆめバスによる周遊ツアーの実施につなげ

ているところです。 
さらに、ＤＣで活用したデジタルマーケティ

ングの手法の一つであるターゲティング広告に

ついては、大阪・関西万博の来訪者などへ、本

県の広告配信と、その効果の分析を発展的に利

用しているところです。 
今後も、こうした培ったノウハウをいかして、

観光誘客を進めていきたいと考えています。 
若山委員 ありがとうございます。そういった
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形で、どんどん進めていっていただきたいので

すけど、毎年こういった大きな取組があるわけ

でもありません。さきほど県下を回った周遊バ

スが大変好評だったという話がありましたが、

二次交通について、どうやっていくのかはずっ

と言われている課題です。そして、それぞれの

観光地のブラッシュアップも、こういったＤＣ

や今回の万博誘致の機会等、大きな事業のとき

に合わせてやりながら、いかにそれを継続して

いくかが大事だと思っています。 
さきほど言ったブラッシュアップだけじゃな

くて、食の観光など、いろんな部分が観光資源

としてあります。観光部局がいろんな取組をし

ているのは知っていますけど、観光部局だけで

なく、農政や交通などの部局を含めた横断的な

取組がなければ、観光誘客は継続して見込めな

いと思うので、どうかその辺も含めて、今後と

もよろしくお願いしたいと思います。要望です。 
御手洗委員 令和６年度一般会計及び特別会計

決算事業別説明書の１６８ページにあります、

障がい者雇用総合推進事業費について質疑しま

す。 
本県が掲げている障がい者活躍日本一達成に

は、雇用率の上昇が必要不可欠だと考えていま

す。そういった観点からも、本事業は大切な取

組であると認識しています。 
身体障がい者の方に比べて、知的及び精神障

がい者の方の雇用促進に課題があると、県でも

認識されていると思いますけども、本事業及び

関連する諸事業において、その課題解決に向け

た具体的な取組内容を御説明いただきたいと思

います。 
中でも、福祉保健部や教育委員会といった他

部局との連携も必要かと思います。そういった

中で、特徴的なものがあれば、併せてお示しく

ださい。 
 それから、いわゆる難病患者の就労等につい

ても、何らかのサポートが必要ではないかと考

えますが、雇用対策として取組がもしあれば、

教えていただきたいと思います。 
黒川雇用労働室長 障がい者雇用総合推進事業

費についてお答えします。 

まず、知的、そして精神障がい者の雇用促進

の具体的取組についてですが、雇入れ体験の機

会を提供して、受入れに対する不安解消に努め

ています。障がい者就業・生活支援センターに

配置している障がい者雇用アドバイザーが、障

がい者と受入先企業のマッチングを行うととも

に、障がいの特性に応じた訓練を個別にコーデ

ィネートしています。身体障がい者には作業環

境や通院などの症状に応じた配慮、知的障がい

者には作業指示を具体的に分かりやすく繰り返

し行うようにするなど、障がいに応じ、対応を

行っています。 
また、本県独自の支援として、精神障がい者

を支援するメンタルアドバイザーを配置し、精

神障がい者の特性、訓練ニーズ等を踏まえた訓

練設定や助言、定着支援を行っています。 
次に、他部局との連携ですが、福祉保健部、

教育委員会はもとより、大分労働局も参加する

大分県障がい者雇用推進チーム会議を３か月に

１回程度開催し、障がい者雇用支援の取組を戦

略的に進展させています。 
具体的には、障がい者雇用率未達成企業を短

期的アプローチにより、障がい者雇用達成が見

込まれる企業と、中期的アプローチを要する企

業に仕分けし、支援機関とともに未達成企業を

訪問し、課題に応じた具体的な対応策を提案し

ています。 
なお、未達成企業の情報はチーム会議で共有

し、継続的な支援を行っています。 
続いて、難病患者の就労支援についてですが、

障がい者の職業訓練は、障がいのある方だけで

はなく、難病患者の方も対象としています。令

和元年度から６年度までの過去６年間の障がい

者教育訓練において、３名が受講され、３名と

も就職されました。 
また、アイネスに設置している県の難病相談

支援センターでは、ハローワーク大分と連携し

て月に１度、難病患者就職相談会を開催して、

就労に関する相談や情報提供等の支援を行って

います。 
令和６年度の相談者数は、在職者を含めて２

２名、うち、新たな就労につながった方は３名
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です。 
御手洗委員 様々な取組をされていることがよ

く分かりました。ただ、まだ未達成の企業等も

あると思うし、働きたいという意欲がある障が

い者の方もたくさんいると思います。そこはう

まくマッチングしていけるように、取組を強化

していただきたいと思いますし、やっぱりせっ

かく就職しても、その後、続かないということ

では意味がないと思うので、フォローアップも

含めて、引き続きの取組をお願いして終わりま

す。ありがとうございました。 
猿渡委員 私からは２点について伺います。 
１点目は、主要な施策の成果１９１ページ、

中小企業等業務改善支援事業についてです。 
これは、申請件数の目標値２５０、実績値２

５４、評価Ａとなっています。県内の中小事業

者数３万件以上あると思うのですが、その事業

者数と、それに対する支給実績の割合について

御説明いただきたいと思います。 
２点目は、主要な施策の成果２２８ページ、

シニア雇用推進事業。シニアの皆さんの雇用も

非常に大事だと思うのですけれども、私自身も

シニア世代になり、小さい文字が見えにくいと

か、スマホも慣れてないとなかなかできないと

か、いろいろハードルがあるわけですね。慣れ

ないことに慣れていくのが大変で、ぱぱっと頭

に入らないとかあるわけです。そういう、シニ

ア世代に対する配慮が、どのような形でされて

いるのか。やはり丁寧に新しい仕事に慣れてい

ただきながら、働き続けていただくことが大事

かと思いますが、その点いかがでしょうか。 
黒川雇用労働室長 まずは、中小企業等業務改

善支援事業についてお答えします。 
大分県内の中小企業数は、令和３年経済セン

サスによると３万１，９６７施設、国の業務改

善助成金に上乗せ支給する県の業務改善奨励金

の令和６年度の支給件数は１８１件であり、そ

の割合は０．５７％となっています。 
国の業務改善助成金については従来、事業場

内最低賃金と地域別最低賃金の差額が５０円以

内の事業者、本県で言えば、事業場内最低賃金

が１，００４円以内の事業者が対象とされてい

ましたが、９月５日より事業場内最低賃金が改

定後の地域別最低賃金未満まで、本県で言えば

１，０３５円未満の事業者まで対象が拡大され

たところです。 
県の奨励金についても、９月補正予算で重点

枠を創設したので、国の支援対象の加重に合わ

せて、より多くの事業者に活用していただける

よう努めます。 
続いて、シニア雇用推進事業についてお答え

します。 
シニアに対する配慮はどういうことかと御質

疑いただきました。シニア求職者の退職後、も

う一度働きたい、自分に合った新しい仕事を見

つけたい、久しぶりの求職活動に不安など、シ

ニアならではの要望に応えるため、大分県中高

年齢者就業支援センターに、国家資格であるキ

ャリアコンサルタントを持つ就職相談員を配置

しています。 
シニア求職者に対し、丁寧なキャリアコンサ

ルティングを行い、本人の経験してきた仕事や

持っている資格等に適した求人を提案するほか、

シニアが仕事を探す上で困ることの多い応募書

類の作成支援や面接支援など、シニアに寄り添

った支援を行い、就職に結び付けています。 
また、雇用労働室に配置しているシニア雇用

推進員は、県内中小企業を訪問して、シニアの

体力的な負担を考慮した柔軟な働き方や職務内

容の考慮など、シニアが継続して活躍できる環

境を整えるため、企業側の配慮など周知啓発し

ています。 
猿渡委員 一つ目の問題は、０．５７％と言わ

れたのですかね。ほんの一握りしか対象じゃな

いと私が言ったら、ある方が、いやいや、一握

りまでいかないですよね、一つまみだよねと言

ったのですけども、一つまみまでいくのかなと。

対象が少ないと思うんですよね。 
最低賃金がアップされたことは、大変いいこ

となんだけれども、事業者もアップしたいのは

山々だし、しなければならないのも重々分かっ

ているけれども、中小業者としてはなかなかそ

れが厳しいという実態が幅広くあると思います。

ですから私たち、これまでも幅広い事業者に、
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もっとしっかり支援を届けなければならないと

申し上げてきました。 
国の採択を受けた中小業者が対象なので、そ

の点でも、なかなか対象が広がらないのかなと

思うのですけれども、そうであれば、我々がこ

れまでも言ってきたように、大分県独自として

の施策で直接支援を行うとか、社会保険料の軽

減についても国にしっかり求めていったり、あ

るいは、その県独自でできないのか考えるとか、

そういう点もしっかり検討しながら、やはり幅

広い事業者に賃金アップできるような環境づく

りを進めていかなければならない。それが今、

求められていると思います。その点、是非前向

きに考えていただきたいと思いますが、部長い

かがですかね。 
小田切商工観光労働部長 定例会のときも、た

しか岩手県とかの事例を出されて、５％を上げ

れば、割り増しでもらえるという事例をつくっ

たらどうかという御意見などもいただいたと思

います。賃上げの支援金支給自体は、確かに一

時的な負担の軽減にはなるとは思うのですけれ

ども、一方、大分県では生産性向上を促す設備

投資とか、その資金繰りを支援することで中小

企業の長期的な収益向上につなげて、賃上げを

持続的なものとして考えていきたいと思ってい

ます。 
一方で、これから秋の５００社企業訪問等あ

るので、そういった状況を見ながら、さらには

国の動きも見ながら、どのようなことができる

か検討していきたいと考えています。 
猿渡委員 ずっとそういうやり取りがあるかと

思うのですけれども、今の時期に、幅広い事業

者が賃金アップをしっかりできるような形で行

政が支援をしていく。そうやって、賃金アップ

によって、経済の活性化が図られていけば、行

政からの支援を長く続けなくても、その経済活

性化によって、中小業者も元気になってやって

いけるという関係をつくるべきだと思っている

ので、是非その点、考えていただきたい。国に

対しても、しっかり働きかけていただきたいと

いうことを再度申し上げて、質疑を終わります。 
佐藤委員 ありがとうございます。令和６年度

一般会計及び特別会計決算事業別説明書の１７

０ページ、１７１ページ、そして主要な施策の

成果の２０６ページ。観光誘客の取組全般にな

りますけれども、お尋ねします。 
令和６年の、これまでの長期計画の目標値で

は、観光入込客数が２，０９５万人でしたけれ

ども、実情は１，７９４万２千人の８５．６％

という結果に終わりました。 
その中では、県内宿泊者数は８３２万９千人、

外国人宿泊者数は１５６万９千人という結果で

した。長期総合計画の見直しにより、目標値の

変更があり、達成はできた、できないというの

は、ここでは出ていますけれども、また逆転し

ている状況でもありますけれども、一つにはコ

ロナからの回復途中という大きな要因があった

と思います。 
さきほど、若山委員の質疑の中でもありまし

たけれども、この年はデスティネーションキャ

ンペーンなどの取組もあったので、特にインバ

ウンドには苦戦した結果だったのじゃないかな

と思われます。 
そこで、この結果になった分析、それからそ

の要因、またその反省点などがあれば、お聞き

したいと思います。 
また、本年は万博会場による誘致対策、それ

から宇佐八幡宮１３００年祭など、大きなイベ

ントも行われていますけれども、さきほどの反

省点などを教訓にした、それが反映された取組

があれば教えていただきたいと思います。 
相本観光政策課長 旧長期総合計画とか、プラ

ン２０１５の令和６年の目標数値に実績が達し

てなかったことについての御質疑だったと思い

ます。 
さきほど佐藤委員もおっしゃられたように、

新型コロナウイルスの影響もありました。この

プラン２０１５の目標設定は、平成３０年の数

値をもとに、令和６年の目標値を設定したもの

です。その後、コロナ禍となり想定外の影響を

受け、コロナが５類感染症に移行した後は、徐

々に数値が戻ってきていますが、現状、完全に

戻りきっていない、令和６年前半がまだ戻って

きてなかった影響もあり、数字が完全に追いつ
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いてないと。 
観光入込客数については、コロナ禍以降、各

地域のイベント等が減少したこと、また場合に

よっては施設が休館していたなどもあり、まだ

人が十分動ききれてなくて、令和６年の数値は

全体として目標未達となっています。 
また、外国人宿泊客数についても同様に、コ

ロナ禍前の想定数値であるので、コロナ拡大に

よって大幅に人の動きがなくなったところが影

響しています。 
しかしながら、翌年数値は当初の目標数値に

達していませんが１５６万９千人。これは過去

最高の数値で、今年度も引き続き、堅調に推移

はしているものと考えています。 
令和６年後半から人の動きも活発になり、国

内外ともに、宿泊客数も順調に推移しているの

で、今後はビジョン２０２４に基づき、目標指

標の達成に向け、引き続き取り組んでいきたい

と考えています。 
吉野観光誘致促進室長 観光入込客数の分析を

受けて、万博や宇佐神宮の事業にどのように反

映されたのかという御質疑にお答えします。 
コロナ禍で、落ち込んだ観光事業の復活に向

けて、若山委員にさきほどお答えしたように、

昨年度はＤＣキャンペーンで、今年度について

は、大阪・関西万博を契機とした取組として、

国内外の観光客に向けて、万博会場において、

県内各地の県観光資源とか観光地域資源の魅力

を発信したところです。 
それから、大阪市内でも本県のＰＲを行い、

また、フェリーさんふらわあと連携をして、同

社の実施する昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ

において、ブースを設置して、乗船客の皆さん

に県の観光情報等をＰＲし、関西からの誘客に

取り組んだところです。 
さらに、宇佐神宮御鎮座１３００年事業では、

人気の観光地から県内各地に周遊していただき

たいということで、県内の名所旧跡５０か所を

スポットとしたデジタルスタンプラリーの取組

などを開催しているところです。 
今週４日には流鏑馬神事、それから来週の月

曜日には勅使がいよいよ来て、宇佐神宮の臨時

奉幣祭が行われます。しっかりとこの辺を広報

し誘客していきたいと思っています。 
また、コロナ禍後のインバウンドの回復に合

わせ、台湾とかオーストラリアの旅行客に好評

を博している本県の自然を題材としたコンテン

ツ、例えば、くじゅう連山とか、国東のロング

トレイルはかなり人気を博しているので、この

辺を現地の旅行代理店に売り込んで、需要の拡

大を図っているところです。 
それとともに、ここにはやはりガイドの育成

が必要になるので、ガイドの育成を行って付加

価値の向上に取り組んでいるところです。 
引き続き、こうした追い風に乗り、国内外か

らの誘客をさらに促進していきたいと思ってい

ます。 
佐藤委員 ありがとうございます。皆様の御検

討によって、外国人宿泊数も順調に伸びている

と思います。 
ただ、この観光誘客は今、私どももいろいろ

行くのですけれども、日本全体で見ると、イン

バウンドは、とんでもないことになっています

ね。特に京都府、大阪府、それから北海道、東

京都もそうですけれども、本当にもう街を歩い

ている人が、ほぼインバウンド観光客じゃない

かなと思われます。 
そういう状況を見ると、観光県である大分県

が、まだまだ足りてないのじゃないかなという

気もしているので、今後また乗り遅れることな

く、頑張っていただきたいなと思っています。 
さきほどおっしゃっていましたけれども、や

はり宿泊客が多くあり、それが周遊していただ

くこと、時間を持つことで、大分県全域にメリ

ットが出てくると思うので、いろんな分野でま

た頑張っていただきたいと思います。 
穴見委員 よろしくお願いします。 
まず、主要な施策の成果２２９ページ、ＵＩ

Ｊターン就職等支援加速化事業についてです。

ここの事業の成果のところに記載があるとおり、

就職活動環境が変わってきている。そして、そ

れによって、求職者相談自体が減少してきてい

るとありますが、正にもうそのとおりだろうな

と思っています。 
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 そうした中で、さきほど課長の御説明でも、

目標値に対して実績値が下回っているというこ

とでしたが、今後、このセンターの在り方、そ

して、求職者へのアプローチ手法を考えていか

ないといけないのだろうと思っています。 
さきほど、ちょっと御説明がありましたが、

それ以外で今後の方針として、お考えをお聞か

せいただきたいと思います。 
 それと、さきほどからあるとおり、おおいた

産業人財センターがアミュプラザおおいたに移

転したということで、確かに利便性の高い場所

に移ったことは、非常に強みだと思いますが、

それでも何もせずに人が来るわけではないと思

います。今後の認知度向上、そしてまた利用者

数増に向けた取組、この辺も教えていただきた

いと思います。 
そして２点目、主要な施策の成果３１２ペー

ジ、次世代空モビリティ産業促進事業について

です。これもさきほど課長から、これから発展

していくであろう産業ということで、個人的に

も期待していますけれども、まずは企業セミナ

ー、そして県民向けイベントを行ったというこ

とですが、それぞれ企業または県民の参加者数、

目標と実績を教えていただきたいと思います。 
そして、それを踏まえた上で、今後の展開が

本筋になってくるのですが、ちょっと中長期的

な話にはなると思うのですけど、商用開始に向

けてのスキームをどのように考えているのか教

えていただきたいです。そして、それに関連し

て国との協議、どういった感じで進んでいるの

か、状況を教えてほしいと思います。 
さらにもう一点、産業科学技術センターの体

制強化ということで、さきほども基金の整備と

いうことでしたが、これももうちょっと具体的

に何かあれば、教えていただきたいと思います。 
最後に、ちょっと本筋とはそれて申し訳ない

のですが、今、開催中の大阪・関西万博でも、

この空モビリティに関していろいろと公開され

ていると伺っています。もし状況が分かれば、

合わせて教えていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 
佐藤産業人材政策課長 ＵＩＪターン就職等支

援加速化事業についてお答えします。 
まず、おおいた産業人財センターの在り方や

アプローチの方法についてですが、近年の就職

活動は、オンライン化や学生の価値観の変化、

情報の多様化などで大きく変化しています。 
その一方で、求職者は手軽に就職活動を行う

ことができるものの、情報があふれる中で、自

分に合う仕事は何か、キャリアをどう構築すれ

ば良いかなど、就職に関する具体的な相談ニー

ズはむしろ高まっていると言えると思います。 
こうした現状を踏まえて、おおいた産業人財

センターでは就職活動への支援だけではなく、

若者が将来を見据えたキャリア形成を支援する

場としての機能を高めるとともに、企業との連

携を深め、県内での人材確保や定着につなげる

こととしているところです。求職者や県内企業

は相談しやすいように、対面だけではなくオン

ライン相談など、多様な相談機会の提供にも取

り組んでいるところです。 
 就職支援と企業の採用支援を行うことで、本

県の持続的な発展を支える人材総合拠点として、

その役割を果たしていきたいと思っています。 
続いて、認知度向上や利用者数増に向けた取

組についてです。 
おおいた産業人財センターは、以前は大分市

中央町のアーケード内に設置していました。た

だ、駐車場がなく利便性がちょっと悪かったこ

ととか、やはり認知度に課題がありました。 
 先月、人通りが多い大分駅上野の森口の大分

駅ビル１階に移転し、大きく報道もされたこと

で、認知度がまず大きく向上したと考えていま

す。さらに新しい愛称、おおいたジョブステー

ションと親しみやすいロゴマークを用意して、

ＬＩＮＥやインスタグラムなどＳＮＳによる広

報活動、またアミュプラザの協力によって、コ

ンコースのサイネージによる広告にも取り組ん

でいるところです。先日のオープニングイベン

トでは２千人以上が来場し、大きな周知効果を

得ることができたと考えています。 
今後もこのような取組を継続することで、さ

らなる認知度の向上と利用者数の増加を図って

いきたいと考えています。 
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すみません。ここでちょっと１点修正をさせ

てください。 
さきほど吉村委員の外国人材の回答について、

令和６年度から電動自転車を補助対象としたと

いうところを、電動自動車と言ってしまいまし

た。大変申し訳ありませんでした。お詫びして

訂正します。 
加来先端技術挑戦課長 次世代空モビリティ産

業促進事業についてお答えします。 
まず、セミナー、イベントの開催実績につい

てですが、セミナーについては２回開催し、１

回目は目標３０名のところ、結果は３７社３８

名が参加しました。２回目は目標８０名のとこ

ろ、５４社１０４名が参加したところです。 
県民向けイベントについては、大分県央飛行

場で空飛ぶクルマのデモフライトなど、空フェ

スおおいた２０２５を開催したのですが、目標

２００名のところ、県内外から７００名が来所

しました。 
次に、今後の商用開始に向けたスキームにつ

いてです。 
商用運航に向けては、これまで商用サービス

創出支援補助金を活用して、３社が離着陸場の

候補地選定やルート調査等を行っており、今後

もこうした民間事業者による社会実装の取組を

支援していきたいと考えています。 
次に、国との協議の状況についてですが、今

年４月には、国土交通省が所管するバーティポ

ート施設のあり方検討委員会から依頼され、委

員に対して、本県の取組を説明したところです。 
また、６月には内閣府や国土交通省に向けて、

空飛ぶクルマの社会実装に向けた制度環境整備

等を要望しています。 
そのほかにも随時、国の政策や本県の取組に

ついて、意見交換を行っているところです。 
産業科学技術センターの体制強化についてで

すが、今後の空飛ぶクルマの普及と市場拡大を

見据え、産業科学技術センターでは、大型トル

ク計測器や電力変換効率を測定するパワーメー

ター等の機材を導入して、民間事業者が行う空

飛ぶクルマに係る技術開発について、評価でき

る体制を強化したところです。 

それから最後に、万博における空モビリティ

の関連の状況ですが、現在、開催中の大阪・関

西万博では、空飛ぶクルマステーションにおい

て、空飛ぶクルマの実装された未来が体感でき

る展示を行っているほか、ＳｋｙＤｒｉｖｅ社

を含む３社がデモフライトを実施しています。

多くの方に、空飛ぶクルマに関心を寄せてもら

っているところです。 
穴見委員 ありがとうございます。空モビリテ

ィのところで、さきほどスキームの説明ありま

したけど、まだ時期とかは未定でしょうか。も

しあれば、教えてください。 
加来先端技術挑戦課長 お尋ねがあった時期に

ついてですが、まず１社、ＪＲ九州とＳｋｙＤ

ｒｉｖｅ社が、大分県で２０２８年の実装を目

指すと言われているので、まずはここを支援し

ていくのですが、その他の企業についても、ま

だ実装の年度というのは、はっきり言ってない

のですが、また随時、明らかになってくると思

うので、その実装に向けて協力・支援していき

たいと考えています。 
岡野委員 ２点質疑します。よろしくお願いし

ます。 
まずは決算事業説明書の１６６ページですね。

第５款、労働費の中の職業訓練受講支援事業費

のところです。これは就職困難者の就職訓練を

実施し、訓練手当を支給するものとありますが、

予算額約１，１８４万円に対して、決算額が約

６４３万円と、少し少なくなっています。これ

は、今までも様々な委員の皆様からの人材の件

の確認等ありましたけれども、人手不足で就職

困難者が減少しているのか、何か要因があれば

教えてください。 
そして、次が１５９ページ。第７款、商工費

の地域商業・コミュニティ機能活性化推進事業

費に関してです。こちらも予算規模、大きくな

いのですけれども、これは民間事業者と商店街

のマッチングを行う事業ということで、主要な

施策の成果のところも評価Ａでしたし、今年度

の予算で約１，６００万円、観光特化型地域商

業活性化支援事業と、新しい項目が付いていた

のも含めて、中心市街地活性化にはとても重要
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な事業と捉えています。ですので、この実施事

業によって、どのような効果が得られたのかを

教えていただきたいと思います。 
黒川雇用労働室長 職業訓練受講支援事業費に

ついてお答えします。 
なぜ実施金額は予算の半分にとどまっている

のかということですが、そもそも、この職業訓

練受講支援事業費自体が、主に障がい者や高齢

者等の就職困難な方が職業訓練を受講する場合

に雇用保険など、他法による給付金を受給でき

ない場合に、職業訓練中の生活を支援するため

に訓練手当を支給するセーフティネット的な性

格を持つ事業です。そのため、就職困難者が予

算不足で訓練手当を受給できないことで、職業

訓練を受講できなくなる事態を招かないように、

十分な予算額を年度末までに措置しており、結

果として、予算額と決算額に大きな差が出てい

るものです。 
村上商業・サービス業振興課長 地域商業・コ

ミュニティ機能活性化推進事業についてお答え

します。 
この事業では大分市、日田市、佐伯市、臼杵

市、津久見市にて、５件の商店街と民間事業者

とのマッチングが実現し、その取組を支援した

ところです。 
例えば、日田市内の商店街では、市内の一般

社団法人が日田の特産品やお祭り、例えば、小

鹿田焼（おんたやき）、日田祇園の山鉾、屋形

船などをモチーフにしたキーホルダーや缶バッ

ジを作成して、市内８か所に設置したカプセル

玩具自動販売機で販売を行ったところ、これま

で約３千個を販売するなど、大きな反響があり、

この取組により、商店街の認知度向上、来訪者

の回遊促進につながったところです。 
 また、臼杵市では、市内の事業者が商店街に

おいて、店先など６か所に約１８０冊の本を配

下して、小さな図書館を設置し、本を通じた地

区の住民や来訪者との交流を創出したところで

す。この取組については、現在も住民から本の

提供が行われており、地域に根づいた取組とな

っているところです。 
二つ目の御質疑ですが、本事業の不要額につ

いては、大半が旅費及び診療などの事務的経費

の節減によるものです。 
そしてもう一つ、今年度から観光特化型の事

業をスタートさせたところですが、さきほどの

日田市の事例も受けまして、インバウンドをは

じめ観光誘客がこれだけ伸びている状況を見て、

その観光誘客の効果を商店街もしくは地域の商

業者にも引き入れたいということで、始めた事

業です。 
岡野委員 ありがとうございました。一つ目の

質疑に対しては、よく目的が理解できました。

ありがとうございます。 
そして二つ目の質疑に関しても、やはり目に

見える形というのが大変難しい評価だなと思っ

たのですけれども、そういった形できちんと出

ているのであれば、安心しました。 
あと長い目で是非見ていただいて、こういっ

たところでできた縁みたいなものが、今後の活

性化につながると思うので、引き続き注目した

いと思います。 
福崎委員 ありがとうございます。それでは私

から５点ほど、お尋ねします。 
まず、地域牽引企業創出事業費、令和６年度

一般会計及び特別会計決算事業別説明書１４８

ページになりますが、これについては、５年以

内に雇用人数を３０人以上増加した企業という

ことで、目標１５に対して１８という実績にな

っているのですけど、実質、令和６年では何社、

３０人以上増加した企業があったのか、１８社

でいいのか、ちょっと分からないのでお尋ねし

ます。また、何人純増したのか。事業として、

人材育成や商品サービス力強化などを支援して

いるが、具体的な内容を教えていただきたいと

思います。 
それから二つ目として、知的財産創出支援事

業費、令和６年度一般会計及び特別会計決算事

業別説明書１５４ページですが、本事業におい

て、どのような知的財産、特許が創出されたの

か、具体的な例があれば紹介を含めて、成果を

お尋ねしたいと思います。 
 三つ目として、デジタル活用佐伯の魅力再発

見事業費、令和６年度一般会計及び特別会計決
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算事業別説明書１５７ページですが、本事業に

おける成果と県内全体への水平展開の展望につ

いて、お尋ねしたいと思います。 
四つ目として、アバター戦略推進加速化事業

費、令和６年度一般会計及び特別会計決算事業

別説明書１５８ページです。事業内容として、

教育庁と連携して、小中学校でアバターを活用

した県外の博物館や科学館などでの遠隔見学を

２５校で実施したということですが、具体的に

どのような形で取り組まれたのか。また、参加

した児童生徒の感触はどうだったのか、お尋ね

したいと思います。 
最後、５番目ですが、伝統的工芸品産業振興

事業費、令和６年度一般会計及び特別会計決算

事業別説明書１６０ページになります。事業概

要としては、伝統的工芸品である別府竹細工の

後継者の育成と需要の開拓等を図るため、別府

竹製品協同組合が実施する振興事業等に対して

助成したとあります。代表する伝統的工芸品と

しては、私も別府竹細工と思いますが、県内各

地においても、地域の伝統的工芸品がほかにも

あるのではないかと考えます。担当部局として、

県内の伝統的工芸品をどのように把握されてい

るのか、また、別府竹細工以外の伝統的工芸品

への支援をどのように考えているのかお尋ねし

たいと思います。 
井上経営創造・金融課長 地域牽引企業創出事

業費についてお答えします。 
本事業の成果指標としては、県の支援対象と

して認定を受けた企業が策定した中期経営計画

期間５年間において、雇用人数３０人以上また

は付加価値額を１億円以上増加させることにな

っており、令和６年度までに計画が終了した企

業１６社のうち、５年以内に雇用人数３０人以

上増加を達成した企業は６社、１６社全体では

３０１名の従業員の増となっています。 
また、付加価値額１億円増加を達成した企業

は７社であり、これはさきほど申し上げた雇用

人数３０人以上達成した企業と重複があります。 
１６社全体で見ると、成果指標を達成した企

業は実数で１０社となっています。 
なお、さきほど福崎委員から主要な施策の成

果、事務事業評価の成果指標欄に、令和６年度

の目標値が１５で、実績値は１８とあり、これ

はどういうことかと御質疑があったかと思いま

す。こちらは、まず地域牽引企業創出事業費に

ついては、これまで支援対象として認定した企

業数がトータル２４社あります。この目標値１

５というのは、認定企業数のうちの６割が目標

を達成することを目標値として掲げており、２

４社の６０％ということで切り上げて１５社を

目標にしています。 
これに対して、目標値１８社と、さきほど申

し上げたように、既に５年間の計画が終わった

ところの１６社について、達成が確定したのが

１０社で、まだ計画期間の途中になっている企

業が８社あり、この８社については、いずれも

計画達成見込みとなっています。 
これは、５年計画で、例えば今、３年目のと

ころについては、５分の３掛けて、３０名であ

れば１８名以上増えているか、あるいは１億円

であれば付加価値額が６千万円以上増えている

かと途中経過段階で追っており、まだ計画期間

が終わってないけども達成見込みが８社で、１

０社と８社を足して１８というのが、こちらに

記載している数字です。 
次の御質疑にあった人材育成の具体例につい

ては、例えば、大分市の総合設備業の会社につ

いては、管工事に係る設計者を育成するために、

実際の設計事務所の技術者から設備設計の基礎、

あるいは実際の設計物件を用いて、設計変更の

方法などを学ぶなどの研修を行ったものである

とか、別の大分市の電気設備工事業の会社につ

いては、特別高圧ケーブルの接続方法を学ぶた

めに、その専門研修を行っている海外に渡航し

て、接続研修を受講した者などが例としてあり

ます。 
また商品サービス力強化の具体例としては、

例えば別府市の製造業の会社では、知的財産権

の導入のために海外における商品販売を行うに

あたり、特許事務所を通じて、その国での意匠

登録出願を行い、知的財産の保護を行ったもの

であるとか、日出町の製造業の会社については、

特殊フィルムの生産に係る原材料を各種調達し
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て、自社内の研究所でのデータ収集、あるいは

連続生産に向けた性能試験などを行うことで、

商品改良を行ったものなどの事例があったもの

です。 
工藤工業振興課長 私からは、知的財産創出支

援事業費についてお答えします。 
この事業では、県内企業の知的財産の活用を

促進するために、知的財産の基本から最先端の

活用方法まで、具体的事例を用いて解説するセ

ミナーなどを開催しています。 
また、優れた特許や商標を検証する特許商標

チャレンジコンテストも開催しています。昨年

度、特許部門では、音声を同時に多言語に翻訳

して、多数の聞き手に届ける音声配信方法が最

優秀賞を受賞しました。既に翻訳機能付トラン

シーバーとして製品化され、実用化の段階に入

っており、多国籍外国人労働者が多い工事現場

から注文が殺到しているそうです。また、先日

２８日には全国放送のテレビ番組でも紹介され

ました。その後、僅か２日で約１００件の問い

合わせが来ていると伺っています。 
さらに、発明の機運を醸成するため、毎年小

中高校生や一般の方が、創意工夫を凝らした作

品を一堂に展示する大分県発明くふう展も開催

しています。今年度は今月２１日から２６日ま

で、大分県立美術館ＯＰＡＭにおいて、第８４

回大分県発明くふう展を開催することとしてい

ます。さきほど申し上げた製品も、企業の協力

により展示することとしているので、是非多く

の方に触れていただきたいと考えています。 
今後も知的財産を活用したビジネスが生まれ

るよう、関係者と緊密に連携し、取組を進めま

す。 
森委員長 執行部に申し上げます。答弁はでき

るだけ簡潔に願います。時間の関係もあります

ので、よろしくお願いします。 
加来先端技術挑戦課長 デジタル活用佐伯の魅

力再発見事業費についてお答えします。 
本事業における成果についてです。本事業で

は高校生と地域をつなぐ情報発信サイトＵＲＯ

ＣＯの運営や地図とコンパスを使い、制限時間

内に設定されたチェックポイントを可能な限り

多く回るロゲイニングを実施しました。 
また、高校生が動画講座を受講し、地元企業

を取材して、ＳＮＳで発信する取組を行ったと

ころです。成果としては、事業参加者２０名に

対しアンケートを実施したところ、６割以上が

本事業の活動に大変満足したと回答し、８割が

佐伯市内の企業への就職に興味を持った、やや

興味を持ったと回答したこと、参加した高校生

が地元への愛着を持ったことが成果と考えてい

ます。 
それから、県内全体への水平展開の展望につ

いてですが、この事業自体は、今、県ホームペ

ージで事業の成果を掲載しており、事業に関心

のある市町村からの問い合わせに対しては、丁

寧に説明するほか、南部振興局につなぐなど、

対応していきたいと思います。 
続いて、アバター戦略推進加速化事業費につ

いてお答えします。 
具体的な実施方法についてです。具体的には、

見学先にアバターを配置し、教室のパソコンか

ら見学先のアバターを操作することで見学を実

施します。生徒は一つの教室に集まって授業実

施するのですが、アバターは１台しか操作でき

ないことから、操作者を交代しながら、１回当

たり５名程度が操作し、その他の児童、生徒は

アバターのカメラを通して見える映像を大型モ

ニターで観察・見学するということです。 
施設側では、施設の学芸員等が通常の来館者

への対応と同様にアバターに対し、施設の説明

を実施しています。アバターは双方に会話する

ことが可能なので、児童、生徒が自由に質問で

きる形になっています。 
児童、生徒の感触ですが、多くの児童、生徒

からは、ふだん気軽に行くことのできない施設

に行き実物を見ながら学芸員の説明を受けるこ

とができ大変勉強になった、もう一度アバター

を作成したいという発言がありました。 
村上商業・サービス業振興課長 続いて、伝統

的工芸品産業振興事業費についてお答えします。 
本県の伝統工芸品の支援については、本県で

唯一の国の伝統的工芸品に指定されている別府

竹細工を中心に取り組んでいるところです。国
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指定の伝統的工芸品以外の、いわゆる伝統工芸

品については、定義や登録制度などはありませ

んが、例えば国の重要無形民俗文化財に指定さ

れている小鹿田焼のほか、日田下駄、竹田市の

姫だるま、別府市以外の竹工芸、国東市の七島

藺（しちとうい）、そして中津市の和傘などが、

本県の伝統工芸品として紹介されることが多い

ものと把握をしています。 
県としては、こうしたいわゆる伝統工芸品の

ほか、近年復活を果たした臼杵焼や県内作家に

よるガラス工芸など、広義の工芸品についても

情報発信や販路拡大を後押ししているところで

す。例えば、坐来（ざらい）大分では小鹿田焼

や七島藺などの販売とともに、ワークショップ

を行っています。 
また、今年８月の１か月間、ＫＩＴＴＥ大阪

に開設した期間限定のアンテナショップでは、

臼杵焼や国東市の手染め手ぬぐいなどの販売を

行ったところです。 
また、大分県産業創造機構においては、工芸

品の全国展示会への出展支援や商品開発の助成

も行っているところです。 
さらには今月ですが、広く海外に挑もうとす

る事業者向けのセミナー相談会を実施する予定

にしており、海外展開についても広く支援しま

す。 
福崎委員 ありがとうございます。まず、地域

牽引企業創出事業費なのですが、見込みの８社

を入れてＡ評価ということですが、見込みです

から、評価にどこまで値するのかというところ

があり、やっぱり厳しく、私は、外す見込みな

らＢ評価かなと思いますが、これはもう私の感

想です。 
それから知的財産においては、発明くふう展

の中で、やっぱりすばらしい特許が出てくる可

能性もあるので、それは見落とさずにしっかり

と、そういう特許登録の支援なりをしていただ

いて、大分県としての新たな魅力とか商品の開

発につなげていただきたいと思うので、よろし

くお願いします。 
それから、アバター戦略については、美術館

や博物館は確かにアバターで見て説明を受けて

もいいのですが、科学館のように体験をしなけ

ればいけないところは、アバターではやっぱり

できない部分があるのじゃないかと思うので、

そこら辺はしっかりと精査していきながら、ア

バターによる成果のよりあるところについては、

しっかりとアバターでやりながら、広く見識を

広めていただく。しかし、体験で得るものが大

きいところは、やっぱりしっかり体験していく

ような形で区分けしていただいて、取組をより

よいものにしていただけたらと思っています。 
それから伝統的工芸品産業振興事業費なので

すが、中津市の和傘も入っていたようでした。

こういう伝統的工芸品を作っているところは少

人数で、なかなか販路拡大とか、情報発信がで

きてないところが多いと思います。それとやっ

ぱり高齢を迎えているとか。しっかりと支援し

ていただいて、大分県の中にすばらしい工芸品

がいっぱいあるということをもっと発信してい

ただいて、そして、大分県のよりすばらしいも

のを、伝統的なすばらしさを発信していただく

ようにお願いして終わります。 
木田委員 令和６年度一般会計及び特別会計決

算事業別説明書１６８ページにある、おおいた

若者就職・定着応援事業費約４，３００万円で

すが、主要な施策の成果２３０ページで見ると、

評価はＣです。指標は、ジョブカフェおおいた

を通じた就職者数となっていて、少し目標に届

かなかったようですけども、センター移転によ

り、この点については、恐らく改善ができるだ

ろうと期待しています。 
一方で、若者の早期離職の状況が気になると

ころで、この事業を通じた定着に対する効果の

狙いはどのように考えているのか。また、ジョ

ブカフェを通じて就職した方の定着状況を把握

しているのでしょうか。 
佐藤産業人材政策課長 おおいた若者就職・定

着応援事業費について、お答えします。 
若年者の離職率は高く、就職後３年以内にお

よそ３人に１人が離職をしている状況にありま

す。 
その理由としては、賃金や労働条件やミスマ

ッチなど多岐にわたりますが、やはり若年者の
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職場定着には、若年者と企業、双方へのアプロ

ーチが不可欠と考えています。この若年者が職

場定着することにより、企業としては経験のあ

る人材が育つため、生産性、業務効率の向上が

期待できます。また若年者としても、スキルや

経験をいかせる場が増え、様々な業務に深く関

わることが可能となります。 
このように、職場定着は若年者、企業双方に

利益をもたらし、県内企業の持続的発展にもつ

ながるものと考えています。そのため、若年者

に対してキャリア教育の支援を行うとともに、

企業に対しては、若者の価値観に対する理解の

向上を目的とした人材育成、職場定着セミナー

の開催や伴走型のコンサルティングを通じて、

職場定着の支援を実施しているところです。 
続いて、ジョブカフェを通じて就職した方の

定着状況です。ここはすみません、全て把握し

ているわけではありませんが、求職相談に来た

際に、求職者に対して適正診断等を活用するこ

とで就職のミスマッチを防ぐとともに、就職後

も継続的にアフターフォローを行っているとこ

ろです。 
おおいた産業人財センターでは、企業訪問し

た際に企業内の定着状況を伺い、状況に応じて

個別の支援を行っているところです。 
今後も若者の離職防止に向けて、求職者、企

業の双方に対する支援を着実に進めていきたい

と考えています。 
木田委員 若者の３年以内の離職は３人１人と

大変な数だなと感じています。企業に対するセ

ミナーですね。私、今回一般質問で取り上げま

したが、企業内におけるウェルビーイングを高

めることは、定着にものすごく効果があります。

数字的にも表れているので、是非その辺も御紹

介いただきたいと思います。 
早期離職とか、セカンドキャリアで相談に来

られる方がたくさんいらっしゃると思います。

そういった方が一度、再就職した後のフォロー

なのですけども、何かあったらいつでも来てい

いよというふうな気軽に、また就職後も相談で

きるような体制になっているのか。もう一つは、

これはＵＩＪの事業にもなるかもしれませんが、

福岡市のｄｏｔ．とか、東京都のふるさと回帰

支援センターとの連携はしているのか。その辺

はいかがでしょうか。 
佐藤産業人材政策課長 今回、おおいた産業人

財センターを駅前に移した理由としては、高校

生とか大学生がよく通るとこなので、若い人た

ちに、就職に困ったときにはあそこに相談に行

けばいいということを認知してもらうことを一

番の目的にしています。 
そういう中で、相談に来た方が、ちょっと困

ったなというときはまたいつでも来ていいよと

いう形で、ある程度オープンに気軽に立ち寄っ

てもらえる場所ということも含めて、駅ビルに

移転しました。 
県外のＵＩＪターンも重要なことなので、ｄ

ｏｔ．とか、東京でのＵＩＪターンのイベント

については、おおいた産業人財センターの職員

も行くことによって、その場で就職相談ができ

るような体制も取っているので、そういうこと

を継続しながら、しっかりと大分県に戻りたい

人には戻っていただける取組を進めていきたい

と考えています。 
森委員長 ほかに、事前通告されていない委員

で質疑はありませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 事前通告が２名の委員外議員から出

されているので、事前通告のあった委員外議員

の質疑を行います。 
堤委員外議員 まず１点目は、主要な施策の成

果の１９０ページ、中小企業金融対策費ですね。 
今年の７月までの県制度資金での代位弁済が

８９件ありました。７億６，７３８万円となっ

ています。コロナ緊急対策予算とおおいた資金

繰り応援資金が３９件占めています。コロナ禍

の影響が経営等に深刻に表れていると考えてい

ますが、支払期間の延長だとか減額など、条件

変更等による相談は、どのように行ってきたの

か。また、それによる代位弁済を防げた事例は

あるのかどうか。また、今後の物価高騰対策が

非常に重要になってくると思いますが、いわゆ

るトランプ関税引上げによる影響に対応するた

めの金融対策は具体的にどのように考えている



- 43 - 

のか。 
二つ目には、主要な施策の成果の２７２ペー

ジの企業立地促進事業。さきほど新規雇用者数

は５４９人と回答があったので、それらに対し

て工場と設備投資が６件とか、オフィス系１８

件があるのですけども、企業そのものの投資額

がどれぐらいあったのでしょうか。また県南地

域の企業誘致の取組は、今どうなっているのか。 
最後に、主要な施策の２７３ページ、流通業

務団地造成事業ですね。この事業は、造成に約

１６０億円かけて２００１年度販売開始、２０

０４年度販売完了で当初計画され、実行されて

きた事業です。 
２０２４年度で、ようやく残り１工区が販売

され、完売となりました。塩漬け土地を販売し

てきた県担当職員に本当に敬服します。しかし、

それでも２３年もの月日がかかっているわけで

す。これまでの償還金及び利子合計と販売金額

はどのようになっているのか、お尋ねをします。 
井上経営創造・金融課長 中小企業金融対策費

についてお答えします。 
県では、コロナ対応相談窓口が令和３年度末

で終了した後も、通常の相談対応を行っていま

すが、中小企業、小規模事業者から県に対して、

返済条件変更に係る直接の相談が入ることはな

く、仮に県にそのような相談があった場合でも、

県では対応できないことから、金融機関と協議

するように回答することとなります。 
一方、県では毎年、年末時期などに金融機関

や信用保証協会に対し、既存融資に係る返済期

限の延長や元金返済猶予など、事業者の実情に

応じた最大限柔軟な資金繰り支援の要請を繰り

返し行っています。 
また、コロナ関連融資の返済状況ですけども、

大分県信用保証協会によると、令和７年８月末

時点において、保証承諾累計件数２万４７４件

のうち９９％にあたる２万２６７件において、

返済期日が到来しています。その内、借換えを

含む完済が４６．９％、約定どおり返済中が４

７．９％と、全体の９４．８％が順調に返済ま

たは完済を行っているところです。 
しかし、条件変更緩和が３％、代位弁済とな

った事業者も２．２％あるなど、今後ともしっ

かりと状況を注視していく必要があると思って

います。 
なお、全国の民間ゼロゼロ融資における代位

弁済率よりも、本県のものは低いものとなって

います。これは、県内金融機関が返済条件変更

など、事業者の実情に応じた柔軟な資金繰り支

援と経営支援を行っていることによるものであ

り、代位弁済を防ぐことにもつながっているの

ではないかと考えています。 
今後も金融機関に対して、事業者の実情に応

じた柔軟かつきめ細かな対応を行うよう要請し

ます。 
次に、物価高騰対策やいわゆるトランプ関税

引き上げに対する影響への対応についての御質

疑に対してお答えします。 
物価高騰や米国関税措置により、売上原価率

などが増加している中小企業者向けには、県が

全額負担することで、保証料を免除した経営環

境変動対応融資により、資金繰り支援を行って

います。特に今年度は８月末時点で１４２件、

約３０億円もの融資が行われており、その利用

が大きく伸びているところです。 
なお、県では４月４日に米国関税に伴う相談

窓口を開設していますが、これまでの問い合わ

せは、今後影響が生じた場合の支援策を尋ねる

４件にとどまっています。 
引き続き、県内の中小、小規模事業者の資金

繰りへの影響を注視します。 
また今後、影響が拡大する場合には、国の追

加対策と歩調を合わせて、県としてもさらなる

資金繰り支援を躊躇なく機動的に講じます。 
小野企業立地推進課長 企業立地促進事業につ

いて御質疑いただきました。 
まず、補助金を交付した企業による新規雇用

と設備投資について、令和６年度に産業立地促

進補助金、オフィス系企業誘致促進補助金を交

付した企業の新規雇用者数は７６４人。さきほ

ど５４９人というのは、令和６年度に立地表明

をしたベースですので、補助金適用がこの数年

後になるので、時差が少し生じることになりま

す。設備投資額は１２９．９億円でした。 
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県南地域の企業誘致の取組についてです。佐

伯市の令和元年度から令和６年度までの企業誘

致件数は１５件、新規雇用者数は１２６人、設

備投資額が１５２億円でした。 
立地の特徴として、九州有数の水深１４メー

トル岸壁を有する佐伯港のインフラ設備を活用

したバイオマス発電関連企業や水産関連では養

殖産地に近接して、配合飼料の研究開発を行う

企業などが立地しています。 
また、旧佐伯豊南高等学校校舎を改修したサ

テライトオフィスへの立地も推進しています。 
今後も、これらの強みをいかして、県と市で

連携し、企業誘致に取り組みます。 
次に、流通業務団地造成事業について。借入

金の償還金としては当初、起債額１２９億６０

０万円を償還、その間の利子合計は２０億２，

６５４万６千円、販売金額は全９４区画で１６

４億６，４５４万９千円でした。 
堤委員外議員 ちょっと販売金額が聞こえなか

ったから、もう一遍、後で言って。 
それと融資ですけども、確かに条件変更なん

か、県に直接相談は来ないでしょう。しかし、

窓口は金融機関とか信用保証協会になるわけで

すから、そういうところのやっぱり相談ね。私

が以前経験したときには、非常に親切な対応を

保証協会等はするのですけど、最近ちょっと状

況はどうなっているのかなと。当然、金融機関

等または保証協会等に条件変更、これは今、厳

しいですから、いろいろ相談したときに、どう

いうところを結局、判断するのかと。ただ、帳

簿だけで判断するのか、総合的にいろいろ見て

条件変更可能かどうかと見るのでしょうけども、

そこら辺、どういう指導しているのかを最後に

聞かせてください。 
井上経営創造・金融課長 お答えします。まず、

条件変更の対応状況ですけども、県独自のデー

タはありませんけれども、金融庁が公表してい

る全国金融機関の条件変更に対する対応状況と

いう資料があり、これは令和２年３月から令和

７年３月末までの実績値が公表されています。

地方銀行、信用金庫、信用組合、それぞれ分か

れてデータが出ていますけれども、いずれにし

ても、条件変更に応じた割合が９９％を超える

となっています。これについて、大分県信用保

証協会にも確認したところ、県独自の数値は把

握していないが、条件変更の対応状況は、この

全国状況と同様と思われるとのことです。 
さらに、実際に大分県信用保証協会において

も、元金返済猶予などの条件変更の申出に柔軟

に対応していて、県制度資金における条件変更

中の実績は、令和７年８月末時点で１，３７４

件、約１７８億円の残高、要は条件変更中の残

高となっており、柔軟に対応しているものと考

えています。 
今後も金融機関に対して、事業者の実情に応

じた、きめ細かな対応を行うように要請をして

いきたいと考えています。 
あともう一点、さきほど堤議員から決算書等

の数字だけで判断しているのじゃないかと御指

摘をいただきましたけども、これについて、私

ども、さきほど申し上げた要請の中に決算の数

字だけを見るのではなく、事業者の実情と今後

のその経営改善の見込み等も含めて、柔軟に対

応するようにと、その文章の中に必ず入れるよ

うにしているので、申し添えます。 
森委員長 さきほどの数字をお願いします。 
小野企業立地推進課長 販売金額について、再

度御説明します。全９４区画で１６４億６，４

５４万９千円でした。 
堤委員外議員 ということは、約１５０億円の

利息と当初のお金含めて、それが１６４億円で、

この２７年間で売ってきたということでいいわ

けですね。ならいいです。 
守永委員外議員 令和６年度一般会計及び特別

会計決算事業別説明書の１６４ページで、労政

費について触れられていますが、２０２４年度

に行った研修の重点について教えていただきた

いと思います。 
また、県民の皆さんから様々な労働相談など

もあったと思いますが、雇用労働室で受けた相

談の状況について、相談内容の特徴について教

えてください。 
それと労働相談などで訪れる県民もいると思

いますが、どのような対応されているのか。お
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話できる範囲で教えてください。 
黒川雇用労働室長 労働相談の御質疑について

お答えします。 
まず研修の重点についてですが、昨年度は２

回、外部講師による専門研修を行い、１回目は

労働相談を受ける際に重要な共感的傾聴につい

て、県の人権啓発講師に学びました。２回目は

近年増えている外国人労働者の県内における現

状等を踏まえて、外国人労働者に係る相談対応

等の注意点について、大分労働局職員を講師と

して学びました。このほか、職員が相互に講師

となる職場内研修では、実際の相談事例や判例

に基づいて、労働関係制度の基礎知識等につい

て学んでいます。 
また、相談の状況、相談内容ですが、雇用労

働室内に設置している労政相談情報センターで

受けた令和６年度の相談件数１，７４３件の内

訳は、件数の多い順に賃金が２７６件、労働時

間休日休暇２２６件、退職金１７１件等となっ

ています。 
またハラスメント関係では、パワハラ１３１

件のほか、いじめや嫌がらせ４６件、セクハラ、

カスハラが各１５件などあり、全体で２０７件

の相談でした。 
また、訪問してきた当室での労働相談ですが、

原則、平日の日中に受け付けていますが、年６

回実施している集中労働相談会においては、金

曜日の夜間や週末にも、専任の労働相談員が対

応しています。来所される県民は、複雑な就労

環境や生活実態、また病状など、個別具体的な

悩み、苦しみを抱えて来所されます。国の相談

先よりも敷居が低く、幅広い面から相談しやす

い県に相談される相談者も少なくはないと考え

ています。このため、来所された県民にはプラ

イバシーを確保した上で、相談員２名体制によ

り可能な限り傾聴に努め、相談者に寄り沿った

対応を心がけています。 
守永委員外議員 ありがとうございます。本室

を訪れての相談者に対しては、プライバシーを

保護しながら御対応いただいているようですけ

ども、オフィス改革で、今、たたき台の図面を

見ながら議論されていると思います。そういっ

た中でも、プライバシーの保護については、是

非積極的に保護されるような環境を整備してい

ただければと思いますので、よろしくお願いし

ます。 
森委員長 事前通告のあった委員外議員の質疑

は以上です。 
〔挙手する者あり〕 

加来先端技術挑戦課長 さきほど穴見委員の次

世代空モビリティ事業の今後の展開のところで、

私がＳｋｙＤｒｉｖｅ社とＪＲ九州が２０２８

年度と言ったのですが、事業者が説明している

のは、２０２８年度頃ということなので、ちょ

っと訂正します。すみません。 
森委員長 事前通告のあった委員外議員の質疑

は以上です。 
時間をすでに超過しているので、委員外議員

の質疑はこれで打ち切りたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 
〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して、委員の方からほかに何か質疑は

ありませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別にないので、これで質疑を終了し

ます。 
これをもって商工観光労働部関係の審査を終

わります。執行部はお疲れ様でした。 
これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 
 

〔商工観光労働部、委員外議員退室〕 
 

森委員長 決算審査報告について、内部協議に

入ります。 
さきほどの商工観光労働部の審査における質

疑等を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめた

いと思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ

反映させるべき意見・要望事項等がありました

ら、お願いします。 
猿渡委員 賃金アップができる中小業者の環境

づくりについて、本会議でも複数の議員から質

問等があり、今、労働者側にとっても、また雇
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用する側にとっても、大変関心の高い大事な問

題だと思います。やはり、その幅広い中小業者

――大分県は９９．９％中小業者ですので、幅

広く支援策が届くようにということを、是非考

えるべきだと思うので、その点、まとめの中に

入れていただきたいと思います。 
森委員長 そのほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 
森委員長 ただいま、委員からいただいた御意

見、御要望及び本日の審査における質疑を踏ま

え、審査報告書案として取りまとめたいと思い

ます。 
詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 
〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、そのようにします。 
以上で商工観光労働部の審査報告書の検討を

終わります。 
ここで、執行部が入室するので、しばらくお

待ちください。 
 

〔議会事務局、委員外議員入室〕 

 

森委員長 これより、議会事務局関係の審査に

入りますが、説明は要点を簡潔、明瞭にお願い

します。 

 それでは、議会事務局長の説明を求めます。 

小石議会事務局長 議会事務局関係の決算の御

説明を申し上げます。 

 タブレット画面右下に青い通知が出たらタッ

チしてください。 

 タブレットの資料番号１０、令和６年度一般

会計及び特別会計２８７ページを御覧ください。 

 歳出決算総括表の歳出合計です。 

 議会費の予算現額１３億２２３万２千円に対

して支出済額は１２億４，１９４万８，９７３

円、不用額は６，０２８万３，０２７円です。 

 ２８９ページがその内訳になります。まず、

第１目の議会費は、表の上にあるように、予算

額１０億１，５４３万６千円に対して、決算額

は９億５，９１４万８，３２８円です。 

 この議会費には、議員報酬手当や議会広報、

本会議開催に係る費用弁償、政務活動費交付金

などが含まれています。 

 第２目事務局費は表の上にあるように、予算

額２億８，６７９万６千円に対して決算額は２

億８，２８０万６４５円で、事務局職員２９人

分の給与費や会議録作成費用などです。 

 次に、不用額の主なものを御説明します。 

 資料番号９、令和６年度決算附属調書２８ペ

ージを御覧ください。 

 金額欄一番上、議会費の不用額５，６２８万

７，６７２円は、政務活動費交付金の額の確定

による減などです。 

 以上で、議会事務局の説明を終わります。 

森委員長 以上で説明は終わりました。これよ

り質疑に入ります。 

 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し簡潔、明瞭に答弁願います。 

 今回、事前通告はありませんが、事前通告さ

れていない委員で質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員で、質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、全体を通して委員の方か

らほかに何か質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別にないので、これで質疑を終了し

ます。 

 これをもって議会事務局関係の審査を終わり

ます。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 

 

  〔議会事務局、委員外議員退室〕 

  

森委員長 これより、内部協議に入ります。 

 さきほどの議会事務局の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に、指摘事項や来年度予算へ反

映させるべき意見、要望事項等がありましたら

お願いします。 
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  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 特にないので、審査報告書案の取り

まとめについては、本日の審査における質疑を

踏まえ、委員長に御一任いただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、そのようにします。 

 以上で議会事務局関係の審査報告書の検討を

終わります。 

 以上で、本日の審査日程は、終わりましたが、

この際ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、次回の委員会は、２日、

木曜日の午前１０時から開きます。 

 以上をもって本日の委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


